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会議の顛末

（一般質問 ６月１７日）

議長（川上守）

おはようございます。ただいまの出席議員

数は９人です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

一般質問を行います。順次質問を許します。

７番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

おはようございます。日本共産党の中尾理

明です。傍聴者の皆さん、早朝よりお出かけ

くださいまして本当にありがとうございます。

先月は５月２１日、国の文化審議会が、若

桜町若桜地区を重要伝統的建造物群保存地区

に選定するよう文部科学大臣に答申したとい

うビッグニュースが飛び込んでまいりました。

翌日の地元紙、全国紙・鳥取版も丁寧に答

申理由を紹介するとともに、矢部町長の談話

を報道しましたが、５月２９日のＮＨＫ朝の

「おはよう中国」でも、町並みをクローズア

ップした映像とともに、保存地区選定に携わ

った津川主任の抱負もテロップで流れました。

県内外の多くの方々の目に若桜宿の町並みが

映り、知れ渡っただろうなと感じています。

振り返ってこの保存地区選定の契機となっ

たのは、２００４年１２月と２００６年３月

２回にわたって実施されたＮＰＯ市民文化財

ネットワーク主催で、若桜で行われた景観ま

ちづくり研修会ではなかったでしょうか。地

元から第１回は山中幹也さん、第２回は門村

正行さんから若桜の歴史と特徴あるまちづく

りの報告があった後、主催団体理事長で当時

鳥取環境大学環境デザイン学科の渡辺一正教

授をコーディネーターとして行われたディス

カッションでは、東大大学院工学部の西村幸

夫教授など専門家による調査研修内容の分析

報告があり、談論風発大いに盛り上がったこ

とを昨日のように思い出します。

西村教授は、明治１８年大火後の宿議決書

に基づいてつくられた仮屋・蔵通りなど、防

災、景観にも配慮したまちづくり、日本でも

先駆けとも言える民主的まちづくりが、この

若桜で行われたことを高く評価されました。

私はまちづくり、町並みづくりに対する新た

な光を当てていただいたことを決して忘れて

はならないと思います。

あれから１７年、そして重伝建選定までの

スケジュールが示されて６年、多くの方々の

努力により、ようやく保存地区選定へと結実

しました。私も保存地区に住む一人として、

これまで以上に愛されるまちの礎となるよう

大切に育てていかなければならないと思いを

新たにいたしました。

それではこれより、通告に従い順次質問さ

せていただきます。最初の質問はコンビニエ

ンスストア問題であります。

その１つ、５月広報とともに町民に配布さ

れたコンビニエンスストアの誘致についての

文書には、この建設の予算額は５,２５０万円、

うち３割が町負担との記載があります。

議決された予算５,２５０万円は、全て基金

を充当されたものであります。にもかかわら

ず町負担３割というのは、過疎債の充当を予

定したものと判読いたしました。過疎債が充

当される見込みがあるのか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

当該事業に過疎債が充当される見込みがあ

るのかとのご質問でございますが。

まず、過疎対策事業債、通称「過疎債」に



ついてご説明させていただきますと、これは、

地方公共団体が資金調達のために負担する債

務、いわゆる地方債の１つであり、人口の著

しい減少により地域社会における活力が低下

し、生産機能及び生活環境等が、ほかの地域

に比較して低位にあるとして公示された市町

村が、計画に基づき実施する事業に対して発

行が認められる特例債でございます。

また、返済する元利償還金につきましては、

その７割が地方財源の均衡化を図るために交

付される地方交付税に算入されるため、実質

負担は３割となります。

このように、財政的に有利な財源となり得

るものでありますので、本町におきましては、

これまで公共施設の建設、町道や上下水道な

どのインフラ整備、除雪車両等の備品購入な

ど、多くの事業に活用してまいりました。

さて、お尋ねのコンビニエンスストアの建

設に過疎債が充当される見込みについてでご

ざいますが、この事業は、ご説明させていた

だいていますとおり、「公設民営」すなわち本

町で施設を整備し、民間事業者に貸し付けて

運営を行うものでございます。

このような場合、従前は、地場産業の振興

のための施設に限って認められておりました

が、平成２６年の法改正により、地場産業振

興施設以外でも対象とされたところでござい

ます。

「過疎地域自立促進特別措置法」が、本年

３月末で期限を迎え、４月１日より「過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法」

いわゆる「新過疎法」が施行されたところで

ありますが、新過疎法の対象となる事業につ

きましては、旧法における事業を継続すると

ともに、新たな事業が対象として追加された

ものと認識しており、当該事業につきまして

は、新過疎法においても対象事業であると考

えております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は見込みを問うたんでありますが、その

辺の町長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

対象となって借りる見込みをもっておりま

す。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

過疎債についての私なりの捉え方について

は、次の質問でもって町長のお考えを質して

みたいというふうに思っております。

２つ目に入ります。令和元年度決算審査町

監査委員意見書によりますと、「財政運営の実

質公債費率３か年の平均は 6.8％であり

0.1％上昇しています。これは、元利償還金が

増加し、普通交付税等が減少したことによる。

今後、交付税も減少することが予想され、大

型事業が増加すると、この比率も一気に上昇

する恐れがある。基金の裏づけがあるにして

も、財政的に余裕があるとは言い難い。地方

債残高は平成２７年度以降年々増加し、この

４年間で７億１,３００万円増加している。過

疎対策事業、災害復旧等要因はあるが、公債

の発行と基金の取崩しについてバランスを取

っていくことが必要である」と指摘し、地方

債残高の増加を警告しています。

こんな状況の下で、コンビ二建設に過疎債

を充当することについて町民の理解が得られ

るのか、所見を伺います。

議長（川上守）



答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

令和元年度決算審査意見書において、地方

債残高の増加を警告している状況がある中で、

コンビ二建設に過疎債を充当することに関し、

町民の理解が得られるのか、所見を伺うとの

ご質問でございますが。

まず、「実質公債費比率」について触れさせ

ていただきますと、平成１８年度に、地方債

制度がそれまでの「許可制度」から原則とし

て、地方自治体が自由に地方債を発行できる

「協議制度」に移行したことに伴い導入され

た財政指標でございます。

実質的な公債費、つまり町の借入金の返済

額に係る一般財源の額が標準財政規模に占め

る割合を表し、公債費による財政負担の程度

を客観的に示すものでございます。

この指標が 18％を超えると「公債費負担適

正化計画」を、25％を超えると「財政健全化

計画」を策定することとされており、地方債

の発行に当たっては、総務大臣等の許可が必

要となります。さらに 35％超えると「財政再

生計画」の策定が義務づけられ、地方債の発

行が制限されることとなります。

本町の状況につきましては、中尾議員ご指

摘のとおり、令和元年度決算ベースで 6.8％

であり、前年度に比べ 0.1％上昇しておりま

す。これは３か年平均での比較でございまし

て、単年度で見ますと、平成３０年度が７％

であったものが、令和元年度は 6.9％になっ

ており、0.1％減少している状況にございます。

また、総務省が取りまとめた「地方財政白

書」によりますと、令和元年度の町村平均

7.7％とのことであり、本町の状況は全国的に

見ても高い状況にないものと考えております。

しかしながら、ご指摘の「公債の発行と基

金取崩しなどのバランス」につきましては、

今後も継続した公共サービスを提供していく

うえで、非常に重要なことであると認識して

いるところであり、そのほかの財政指標にも

注視しながら、健全な財政運営に努めてまい

りたいと考えております。

そして、この本町の現状や財政運営の見通

しにつきましては、町民の皆さんにご理解い

ただけるようにご説明をしていきたいという

ふうに思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

全国的な国の示す基準よりはかなり低い状

況だということで、町長のほうの説明があり

ましたけども、後半、監査意見のことについ

ても、十分注意を払われるというふうにも聞

こえました。

それで、ついこの間ですけども、令和３年

４月の例月監査結果が議会に提出されていま

す。監査の結果を一部紹介しますと、令和元

年決算、「統一的な基準による地方会計財務書

類について、財務分析を基に経年比較をした

指標の中で、住民一人当たり負債額は、令和

元年度時点で１３７万９千円あり、毎年増加

傾向にある。これは負債総額が増加し、人口

が減少しているためである。将来世代への負

担が大きくならないよう適正・適切な財政運

営が望まれる」というふうに言っておられる

ことをまず紹介いたします。

その上で、私は平成２８年度から令和元年

度までの基金残高と地方債残高の状況、決算

説明資料と各年度予算書、補正予算書掲載の

資料により調べてみました。町として必要な

ときに使う積立金は、つまり基金ですね。令

和元年度末で２２億９,６７０万円です。平成

２８年度に比べ３,３８１万円減っています

が、大きな減少ではないと思います。

一方、借金である地方債残高は、令和元年

度末３７億９,９８６万円です。年々増加し、

平成２８年度に比べ６億１,２０１万円増え



ております。

中でも過疎債は、この４年間、各年度とも

最高額で、令和元年度には残高１６億４,９９

６万円で全体の 43.4％を占めています。私は

基金があまり減っていないから、過疎債を使

ってどんな事業でも進めてよいものではない

と思うんであります。

基金は町民のために適切に使うべき積立金

であり、過疎債も町民の切実な願いを実現す

るためやむなく借金するものではないでしょ

うか。借りた過疎債は償還据置期間を過ぎる

と利子を含め全額返さなければなりません。

他に比べ有利だと言われていますが、過疎

債を使うことは長期債務であり、借金に変わ

りありません。町民の中に５,２５０万円の公

費を投ずることに対し、強い批判の声が上が

っていますが、この過疎債も公費であること

は明らかではありませんか。この事業に過疎

債を充てることについて再度所見を求めます。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

若桜町の場合、自己財源が大変少ない町で

ございます。そういう中で事業実施をしてい

こうと思えば、やはり今一番有利な制度、過

疎債の活用というのが一番町にとっては有利

な制度だというふうに思います。

先ほど言われましたように、基金について

は、これは積み立てでございますので、いつ

何どき何があるときでも使えるような体制と

いうのを取っておく必要があるっていうふう

に思います。だから、このコンビニに限らず

ほかの事業でもやはり使えるものは使いなが

ら住民の利便性、安全を守っていく、福祉の

向上に努めるということに尽力していきたい

というふうに思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長のおっしゃられることは、それなりに

受け止めさせていただいた上で、私はこの間

ですね、立命館大学の森裕之教授の著書、「市

民と議員のための自治体財政」を読んで考え

てみました。

過疎債の７割部分は後年度どのように交付

税として返ってくるのか、反映されるのかで

あります。国は、国の財政状態を悪化させた

くないので基準財政需要額、つまり自治体の

標準的な支出を抑えることで、反映分を含め

た後年度の地方交付税を少なくしようとして

まいります。国が約束した後年度への反映部

分については、それ以外の公共サービスのた

めの基準財政需要額分を減らし、減らされた

埋め合わせとして反映分を組み込み、基準財

政需要額の大きさを維持、増やさない可能性

があるということを森教授は指摘しておりま

す。

このことを私なりに言わしてもらえば、過

疎債については、７割部分が後年度交付税に

反映されると、おのずとその年度の交付税が

増えるのではないかと思われますが、実際は、

国の財政事情で左右され、むしろ抑制される

可能性があることに注意することが大事であ

り、過疎債については、このようなリスクが

あることを忘れてはならないと思います。改

めて町長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

過疎債の先ほど交付税充当のお話でござい

ますけども、７割充当といいますのは一括７

割もらえるわけではなくて、返済額に対して

の７割充当でございますので、１つ１つ、例

えば５,０００万借りて７割、３,５００万返



ってくるんではございませんので、それを９

年間で過疎債というものは返済していくわけ

で、それを分割した中での充当になりますの

で、その１つ１つの、全部集めればかなりの

額に国中で見ればなるんですけども、それに

ついては新過疎法の制定のときに財源は確保

するというようなことになっておりますので、

それについては心配しておりません。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私の浅い知識なんですけども、国の地方財

政計画でもって、それの方針に従っての過疎

債割当等されるものと理解しておりまして、

そういう国の予算の中で地方財政計画も組ま

れるわけで、それがうまくいかなければ、し

わ寄せを受けるというようなことを、先ほど

私は申し上げたところだというふうに思いま

す。

それで、３問目に入ります。この質問最後

であります。コンビ二問題についての町民説

明会が６月６日に行われました。今回の説明

会での意見交換だけで終わりにしてはならな

いと思います。回を重ね十分な町民との意見

交換、最大限の町民理解の進展が図られる必

要があると考えますが、所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

住民との意見交換、最大限の住民理解の進

展が図られる必要があると考えるが、所見は

とのご質問でございますけども。

このたび、住民の皆様が町政に関心を持た

れ声を上げられ、実際に行動に移されました。

このことは大変喜ばしいことであると考えて

おりますし、行政側といたしましても、身の

引き締まる思いがいたしました。コンビ二誘

致についても、賛成の方も反対の方も若桜町

を良くしていこうという思いは同じであると

承知しておりますし、様々な考え方があるこ

とは当然であり、意見が交わされていくこと

は大切なことであるというふうに認識してお

ります。

６月６日の説明会には、６９名の参加がご

ざいました。意見交換では、コンビ二誘致事

業のみならず、私の町政運営に対して、また

町と議会の在り方などについて、様々なご指

摘、ご批判、応援など、叱咤激励をいただい

たところでございます。寄せられたご意見を

真摯に受け止め、しっかりと応えていかなけ

ればならないというふうに思ったところでご

ざいます。

コロナ禍で集会等が開催しにくい状況では

ありますので、本定例会で提案させていただ

いていますアンケート調査費用や、広報わか

さ、町ホームページなどを活用しながら、私

としても可能な限り住民の方々のご意見を聞

き、参考にしていきたいと考えております。

そして、町民の皆様が気持ちよく納得して

いただけるような説明ができるように努めて

まいりたいというふうにも考えております。

議会におかれましても、議決をいただいた

案件につきましては、やはり町民に対し責任

あるご説明をぜひお願いしたいというふうに

思いますし、本事業につきましては、当初予

定しておりましたスケジュールを見直してい

るところであり、改めて民意の代表である議

員の皆さんへご相談をさせていただきながら

対応してまいりたいと考えておりますので、

ぜひ、住民の皆さんの意見を把握していただ

き、町政に反映させていただけるようにご協

力のほどよろしくお願いいたします。

議長（川上守）

中尾理明議員。



議員（中尾理明）

町長のほうで明確なお答えはありませんで

したけども、気持ち的に察するに町民の意見

に引き続き耳を傾けていただけるというふう

に判断したところです。

具体的なその場として、この間みたいな「さ

くらホール」でのものは考えられるのと、少

人数でやるとすれば、若者を中心にした「未

来ビジョンのプロジェクトチーム」であると

か、そういう町民の参加する場での話合いの

継続を強く望みたいと思います。

今定例会に提案されています令和３年度補

正予算の地方債についての説明には、今年度

末の過疎債残高見込みを１９億円余りとして

います。この上に今回新たに過疎債を使って

進められようとしているコンビニ建設は、果

たして町民の切実な願いを実現するものとな

っているのでしょうか。多くの町民の声に耳

を傾け、よく意見交換を重ねることが第一義

的に求められます。それでもなお、町民の理

解が深まらず、前向きな町民合意が得られな

い場合は、本予算は執行せず、凍結すべきで

はないかと考えますが、町長の所見を伺いま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

この件につきましては、先ほども申しまし

たとおり、スケジュールを一旦白紙に戻して

話合いをするということで、早急にまだ、何

をどうするのかというふうなまだ話が出来て

いないと私は思っておりますので、それにつ

きましても話合いをしながら方向性というの

を固めていきたいというふうに思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ちょっとしつこいようですけども、その凍

結という判断もその中であり得るのかって辺

はいかがでしょう。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今この場でその答弁に対しての回答ちょっ

と申し上げることはちょっとできません。こ

れからやはり検討しながら、考えていきたと

いうふうに思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の気持ちは分からんでもありませんが、

コンビニ建設は、一応３月の予算議会で議決

したからということで、どうしても進めなき

ゃならないものなのかという辺の疑問を感じ

ます。これを強引に進めようとするとなると、

多くの町民のまちづくりへの積極的な提案の

芽を摘むことにならないかと心配するもので

あります。このことを結びといたしまして、

次の質問に入らせていただきます。

大きな２番目の質問は、新型コロナウイル

ス対策であります。その１つ、新型コロナ感

染が拡大傾向の中、町内の商工業者の方々は

売り上げの減少など、経営は依然厳しい状況

であると推察しています。今申し上げた感染

状況は通告時のもので、現時点では正確な説

明になっていないことをお断りします。

鳥取県においては５月２４日の臨時議会で、

コロナ対策４８億円の補正予算成立により、

事業者支援として、「コロナ禍打破特別応援

金」として、売上 30％減の事業者に対し、最

大５０万円の支給が行われることになりまし

た。この事業の上乗せ支給もしくは町独自で



昨年度実施された商工会員応援金を会員以外

も含め、支給すべきではないかと考えますが、

町長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

鳥取県が事業者支援として「コロナ禍打破

特別応援金」を行うが、この事業への町独自

の上乗せ支給もしくは町独自で昨年実施した

商工会員応援金を会員以外へも含め支給すべ

きではないかと考えるが、所見を伺いますと

のご質問でございますが。

昨年度町独自で実施した新型コロナウイル

スに関する経済対策としましては、まず、法

人の上限を２００万円、個人の上限を１００

万円と定め、国の持続化給付金に上乗せし支

給する、「若桜町中小企業等事業継続支援金」

を独自に実施いたしました。

対象は、収入が前年同月比 50％以上減少し

ている事業者で、支給実績は、法人、個人合

わせて５４件、６,２８８万円を支給しており

ます。また、売り上げが減少している若桜町

商工会員を対象に、支援金額１会員につき１

０万円とし、７７の会員に交付したところで

ございます。

さらに、地域内消費を促進するため、全住

民を対象に「まるごと商品券」を配布し、商

品や燃料関係、飲食や理美容等、幅広い分野

で合計３万４４２枚が活用され、商工業の活

性化を図ってまいりました。

今年度に入り、商工会へ寄せられた相談状

況は、令和３年５月末現在でコロナ関連の相

談件数は１７件になっており、これは昨年同

時期と比較し減少している状況にございます。

これからの課題といたしましては、新型コ

ロナウイルスの感染拡大が収束しない状況下

で、コロナ融資を実行された事業所の収益力

の低下により返済が滞ること、据え置きして

いる返済が始まった際に、資金繰りが円滑に

行えるかにあり、商工会には事業所の経営改

善や販路開拓による需要獲得など、より一層

町内事業所への相談対応等を図っていただく

とともに、町としましても、商工会等と連携

しながら、先を見据え必要と思える支援につ

いては検討して取り組んでまいりたいという

ふうに思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町内の業者の皆さん全てにお会いしたわけ

じゃないですけど、やはり厳しいというご意

見はありますし、自分のところは良くても、

飲食業の方は大変だろうなというような声も

聞きました。商工会を通じてということで、

きめ細かい対応をされるということなんです

けども、具体的な県の予算の上乗せだとか、

去年行ったような１０万円の支給だとかとい

うことについて、現在は予定されていないと

いうことでいいでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今現在では、昨年やった事業については、

計画はしておりませんが、先ほど申しました

ように、商工会を通しながら実態把握をして、

必要な支援については今後検討していきたい

と思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

よろしくお願いします。それで、ちなみに、

湯梨浜町は３月議会ですかね、商工業者の皆



さんですけども、対前年度比 20％以上減少し

た方を対象に、上限１００万円までの支援金

を給付するようになっております。もちろん、

県のほうの事業が始まるんでそういうことも

あるわけですけども、町も独自の取組をされ

るよう望みたいと思うものであります。

２つ目のこの問題の質問です。コロナ禍の

中、大学生、専門学生の生活悪化が伝えられ

ております。全国的にアルバイト収入が減り

生活に困っている、親の失業などにより仕送

りがなくなり、退学も考えている学生が増え

ており、若桜町出身者も同様であると考えま

す。

学生生活を支援する一助として、昨年度実

施された岩美町などの事例を参考にして、給

付型奨学金の創設を講ずべきだと考えますが、

教育長に所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。新川教育長

教育長（新川哲也）

中尾議員から、給付型特別奨学金の創設に

ついてお尋ねがありました。新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響により、昨年来から学生

を取り巻く環境は、経済的にも精神的にも大

変苦労を強いられていることを私としても懸

念しているものであります。

新型コロナの収束が見通せない中、家庭の

経済状況にかかわらず、学ぶ意欲があり能力

がある全ての子どもが、質の高い希望する教

育を受けることができるようにすることは、

極めて重要なことであると考えております。

そのため、大学等の高等教育の機会均等を

図るためには、まずは国が制度を設定し、県

や市町村が地域の実情に応じて制度の不足す

る部分を補完することが必要なことではない

かと考えております。

現在、本町の大学等奨学金制度については、

経済的理由により修学が困難な場合に、無利

子で奨学資金の貸与を行うもので、その貸与

額は月額２万円、返還期間については２０年

以内ということにしております。一方で、若

者定住の促進を図るためなど、本町におきま

しても、大学等奨学金の返済支援を行う助成

制度を昨年４月から２つの事業を実施してき

ているところでもあります。

１つは、人材確保と定住促進を図ることを

目的に、貸付金の返還支援を行う、「若桜町大

学等奨学資金返還支援助成金交付事業」であ

ります。これは本町に居住し、かつ就労して

いる方を対象に、町から貸与された奨学金返

還額の２分の１を助成する事業であります。

２つ目の事業は、森林組合など林業事業体

への就職や就業により、本町への定住及び業

界の人材確保を目的に返還支援を行う「若桜

町林業担い手奨学金支援助成金交付事業」で、

こちらの事業も返還額の２分の１の助成を行

うものであります。

また、鳥取県では県内に就職する大学生等

の奨学金返還を助成し、ＩＪＵターンや産業

人材を確保するため、「鳥取未来人材育成奨学

金支援助成事業」がございます。これは、県

内企業に就職し、８年間継続して就労するこ

とを条件に、奨学金の返還額の２分の１を助

成するというものであります。

先ほどご説明した本町２つ目の事業、「若桜

町林業担い手奨学金支援助成金交付事業」は、

「鳥取未来人材育成奨学金支援助成事業」の

受給者を対象としていますので、こちらは県

と町の両方から返還支援が受けられることに

なっております。

さらに国におきましては、大学等の高等教

育機関での修学支援として、経済的に困難な

学生を支援する２つの新たな制度が昨年４月

から始められています。この新制度の１つは、

授業料・入学金の免除又は減額であり、２つ

目が給付型奨学金の支給となっています。こ

の制度では、減免と給付の両方の支援を受け

られますし、さらに本町の奨学資金制度も併



用していただければ、学費などの経済的な負

担は軽減され、お金のことを心配することな

く学業に励んでいただけるものと考えており

ます。

こうした状況を踏まえますと、本町独自の

奨学資金制度に、新たに給付型を設けること

の必要性は現段階では低いものと考えており

ますが、意欲と能力のある学生が経済的理由

により、修学を断念することがないよう、国

や県の動向を注視していきたいというふうに

考えております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

教育長の答弁、よく分かるんですけども、

なお、提案的なことをさせていただきたいん

ですが、町の返還への支援制度ができておる

とか、県も独自の奨学金があり、学生への支

援が行われているというのは自分なりに心得

ていた上でお話しております。給付型の支給

ですから、緊急的に使えるお金というふうに

思っております。

例えば、岩美町なんですけども、一人１０

万円の給付型支給をされておりまして、岩美

町ですから人数的には多いんで、１００人を

想定して１,０００万円の予算を組まれて、決

算はこれからのところだと思うんですけども、

本年度も継続して同じ規模でやられると、し

かも、同一の人でもオーケーということをや

っております。

１０万円のうち５万円を完全な給付で自由

に使えると、それからあとの５万円について

は、無利子の貸付けで、卒後２年間のうちに

返済すればよいということのようですので、

岩美町で２年継続されているということを見

ると、かなりの方が利用されていると思いま

すし、今、学生が本当に大変だというのはテ

レビでも新聞でもフードプロジェクトという

ことで、ボランティアの参加で物を、いろん

な食料品や雑貨を大学や周辺で配られると、

それに学生さんが列をなしておるというよう

なことをよく伝えられておりますけども、本

当に大変だなというふうに思いますので、そ

の辺を加えて具体的な検討ができないか、も

う一度教育長の答弁お願いしたいと思います。

議長（川上守）

答弁を求めます。新川教育長。

教育長（新川哲也）

岩美町の例をご紹介していただきました。

はじめにも申し上げましたが、若桜町でもワ

クチン接種、６５歳以上の方の次に今度は基

礎疾患のある方、それから６０歳から６４歳

までの方というふうに、比較的順調に接種も

進んでおるというような状況もございます。

そういったコロナの感染状況、こういった

ものを踏まえながら経済、社会状況を十分に

見極めながらそういった必要な場合が出てき

ましたら、検討してみたいなというふうに思

っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議長（中尾理明）

岩美町の状況を調べられたというふうに思

うんですが、昨年度、今年度どういう状況で

やられておるのかということも、今一度調べ

ていただいて、参考にしながら、学生支援よ

ろしくお願いしたいというふうに思います。

この質問の最後です。県内も新型コロナウ

イルス感染が顕著になってきました。このこ

とも先ほど同様、通告時の表現であることを

ご理解ください。感染のリスクが高まり、罹

患したら入院できるのか不安が尽きませんが、

格別高齢者や障がい者など、要援護者を在宅

で見守っておられる家族の方の不安は大きい



と考えます。

この家族の方が新型コロナウイルスに感染

された場合には、濃厚接触者である要援護者

が入所できる施設等の確保が必要であると考

えます。これは、本来鳥取県がやるべき仕事

であるとは思いますが、町としてどのような

働きかけをされるのか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

高齢者や障がい者の方などを在宅で見守っ

ておられる家族が新型コロナウイルスに感染

した場合、濃厚接触者である要援護者が入所

できる施設等の確保が必要であり、町として

県にどのような働きかけをされるのかとのご

質問でございますが。

鳥取県では、新型コロナウイルス入院患者

家族支援事業を昨年１２月から実施されてお

られます。この事業は、児童、高齢者、障が

い者など、日常生活において介護や生活支援

が必要な「要支援者」がいる家庭において、

介護等を行う同居の家族が感染、入院等した

場合に、県が主体となって要支援者に必要な

サービスを提供するものでございます。

県と町が支援内容等を協議した上で、自宅

などに介助者を派遣して介護などの支援を行

いますが、この事業は、在宅での支援を基本

としており、介助者の派遣費用や感染防止費

用などを県により負担されるようになってお

ります。

これまでの利用実績は、高齢者と障がい者

では１件と聞いており、利用が少ない理由と

しては、県では介護保険や障がい福祉のサー

ビスを受けている場合は、そのサービスが優

先されるため対象外であることや、親類など

が世話をされているのではないかと推測され

ています。

本町においては、万が一の事態に備え、介

護保険サービス事業所などの関係機関と連携

し、要支援者一人一人に必要なサービス内容

や、家族の介護力などについて把握し、情報

提供を行うこととしております。

また、令和２年度の鳥取県町村会要望では、

介護者が感染した際の在宅の重度要支援者へ

の対応について、要支援者が安心して過ごせ

る専門施設等の早急な確保や、広域でこのよ

うなケースに対応できるような仕組づくりに

ついて要望をしております。

県は、「新型コロナウイルス入院患者家族支

援事業」により、在宅での支援を基本とした

サービスを提供し、在宅での支援が難しい場

合には、別に支援場所を確保するというふう

な回答をいただいております。

濃厚接触者である要支援者へのサービス提

供は感染のリスクがあることから、サービス

提供者の確保が困難になることも想定されて

おります。そこで、本町としましては、令和

３年度の鳥取県町村会要望として「在宅で必

要な介護・福祉・生活介助などのサービスを

受けられるための人材確保や、在宅での支援

が困難な場合は施設の短期入所を利用できる

ような体制づくり」また、「軽症の感染者のた

めの宿泊療養施設を、濃厚接触者である要支

援者も利用できるようにしていただき、訪問

による介護・医療・福祉サービスが受けられ

る体制を広域で整えていただく」ことを要望

するよう準備をしております。

また、本町では、高齢者へのワクチン接種

が予定通り進んでおり、基礎疾患や障がいの

ある方、さらには６０歳から６４歳の一般接

種も既に開始しており、ワクチン接種は進ん

ではおりますが、要支援者やその介護に当た

っておられるご家族が安心して過ごせるよう、

県や保健所、関係機関と連携の上、引き続き

努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。

議長（川上守）



中尾理明議員。

議員（中尾理明）

よく分かりました。最後の分で町村会での

要望事項で、県や国のほうに、国は言われた

かどうだか分かりませんけど、要望していく

事項としてあるんだということで、今、まだ

十分じゃないということだと思うんです。し

たがって、その辺を強めていただいて、ぜひ

コロナウイルスの感染が、今、一応下火にな

ってはいるんですけども、いついかなるとき

に感染が広がって大変な状況になるかという

のは、もうこれから数年、１０年だったらい

けんと思うんですけども、長い間の課題にな

ると思うので、その辺を速やかに県なり国へ

の要望事項を実現されるよう望み、大きな３

番目の質問に移ります。

米軍機・自衛隊機の低空飛行訓練中止につ

いてであります。その１つ、今年１月２９日、

中国新聞は、鳥取県、米軍機目撃４３件、２

０年度１２月時点、過去５年間で最多との見

出しで、昨年度の米軍機の低空飛行の急増を

報道しました。その後も、今年に入って３月

から４月にかけて飛行訓練が激しく行われ、

若桜町民から大きな怒りの声が上がっていま

す。

特に４月２日には、役場総務課の記録でも

確認しましたが、近年で最大規模の４回、６

機が飛行しました。昨年６月定例会の町長答

弁を集計すると、当時、月平均３.６回の飛行

であったのに対して、今年３月、４月は２か

月間として集計すると月５.５回もの訓練が

行われたことになります。このことへの所見

を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今年３月から４月にかけて飛行訓練が激し

く行われたことに関し、所見を伺いますとの

ご質問でございますが。

議員ご指摘のとおり、今年に入って多くの

目撃情報が寄せられており、特に４月だけで

７日間にわたり１６回、飛行のみを含めます

と延べ２５機が確認されております。

いただいた情報は全て記録を残しており、

目視により機体を確認できた情報につきまし

ては、県及び自衛隊に情報提供をするととも

に、機体の所属について照会を行っていると

ころでございますが、その回答をいただくの

に時間を要していることを、以前のご答弁の

ときにも申し上げさせていただきました。先

日、本年２月及び３月に確認された機体の所

属に関する回答が自衛隊からあり、いずれも

該当する自衛隊機はないことから、米軍機に

よるものであったと考えられるとのことであ

りましたので、この場をお借りして御報告さ

せていただきます。

さて、お尋ねのこの案件に対する私の所見

についてでございますが、町民の方と同様に

私も不安に感じているところでございます。

町長として町民の安全・安心を確保しなけれ

ばならない立場にありますが、防衛に関する

ことは国の専権事項でございます。

中尾議員から幾度となくこの案件に関する

ご質問をいただき、同様の答弁となり心苦し

く思っておりますが、今後も引き続き機会を

捉えて、低空飛行訓練の中止を含めた訓練内

容の見直しや事前の情報提供など、適切な措

置を講じるよう要請してまいりたいと考えて

おります。

なお、先ほどご報告させていただいた自衛

隊からの回答では、米軍機の運用について、

低空飛行訓練に係る日米合同委員会合意の案

に、防衛省は引き続き苦情の内容を米側に伝

え、米軍機の飛行に際しては、安全面に最大

限の配慮を払うとともに、地域住民の方々に

与える影響を最小限にとどめるよう求めてい

ると追記されておりましたので、併せてご報



告させていただきます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議長（中尾理明）

丁寧な説明ありがとうございました。最後

のところで日米合同委員会の話が出まして、

これ、日米地位協定というアメリカが軍隊を

日本に派遣して基地を作って訓練をするとい

うことが、日米の中で取決めされておるんで

すけども、１９９９年の日米合意によって、

夜間だとか土日の飛行などへの飛行をやめる

というようなその合意はされておるというこ

となんですけども、つい最近も、６月８日で

すか、夕方に米軍輸送機だと思われるＣ１３

０というんですか、通ったように、夜も、土

日は最近ないと思うんですけども、守られて

いないというのが現状ではないかと。

したがって、町村会もだと思うんですけど

も、都道府県の県知事会は、国に対して日米

地位協定の見直しというのを強く求めている

というところで、本当に若桜だけでなくて、

基地周辺や全国的に訓練ルートのあるところ

の自治体が被害を被っているということ、現

実でありますので、その辺のところを改めて

認識していただいて、対処していただけたら

なというふうに思います。

２番目に移ります。米軍低空飛行訓練中止

に向け、町も県も飛行実態を調べるための騒

音測定器などの設置を国に要請していますが、

現在の状況を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

騒音測定器などの設置を国に要請している

が、現在の状況を伺うとのご質問でございま

すが。

騒音測定器の設置につきましては、県を通

じ国に対して要請をしているところでござい

ます。その状況につきましては、県に問い合

わせたところ、この件に関し、まだ回答はい

ただけていないとのことでございました。

今後も、低空飛行訓練に対する要望と併せ

まして、騒音測定器の設置についても要請し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

この問題は１９９４年に始まったもので、

３０年近く行われているということで、ある

意味麻痺している部分もありはしないかと思

ったりします。そうであってはならないとい

うことで、客観的に騒音の大きさとか、回数

とか、そういうものが客観的に把握できる騒

音測定器が求められているわけです。

それで、現在、県の東部地域、東部の町の

方、鳥取市の方で、私も若桜町の１人として

「そらはつながる 低空飛行訓練を考える

会」をつくりました。それで現在、騒音測定

器設置などを求める署名運動を取り組んでい

るところであります。それがまとまれば、こ

れは県知事と矢部町長宛の署名になっており

まして、矢部町長に提出することになってお

りますので、そのときはよろしくお願いした

いと思います。

最後の質問です。４月１９日、若桜町内を

自衛隊輸送機Ｃ２が低空飛行を行いました。

この間、美保基地でのＣ２訓練中、部品落下

事故があり、大きな問題となっていますが、

若桜町も自衛隊に対し危険防止の要請をすべ

きではないかと考えますが、所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。



町長（矢部康樹）

訓練中の自衛隊輸送機からの部品の落下事

故が大きな問題になっています。本町も自衛

隊に対し、危険防止を要請すべきと考えるが

所見を伺いますとのご質問でございます。

本年５月１３日に、航空自衛隊美保基地所

属のＣ２輸送機の飛行訓練中、直径約４セン

チメートル、長さ約５０センチメートル、重

さ約１.５キログラムの部品が機体から落下

するという事故が発生しております。翌日、

県は、自衛隊から事故の概要説明と謝罪を受

けた際、抗議を行うとともに、原因究明と再

発防止対策の申入れを行ったものと承知して

おります。

中尾議員ご指摘のとおり、本町においても

事故を起こした輸送機と同型機の目撃情報が

あり、同様の事故が発生する可能性は否定で

きないものと考えております。また、地域住

民の安全・安心の確保については、全ての首

長が同様の思いだろうというふうに思ってお

りますので、他の自治体と連携して要請を行

うなど対応していきたいと思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の答弁に意を強くしたところでありま

す。ぜひ進めていただくようにお願いいたし

ます。締めくくりに、ちょっとしゃべらせて

いただきます。

今回のコンビニ問題では、私自身、目を覚

まされた思いです。改めて町民の思いに応え

る議員活動に努めなければならないと思いま

した。私はコロナ禍で心身ともに疲れ切り、

生活にあえいでいる町民に対し、温かく手を

差し伸べるような町政を望みます。

智頭町に続き大山町でも実施するようにな

った給食費の無償化、若桜学園も同様に全額

無償化が急がれます。好評を博している住宅

リフォーム事業、一度利用した人も含め、第

２ラウンドの事業開始を望み、以上で質問を

終わります。ありがとうございました。

議長（川上守）

続いて一般質問を許します。８番、山本晴

隆議員。

議員（山本晴隆）

皆さんおはようございます。８番、山本晴

隆でございます。傍聴されておられる全ての

皆さんありがとうございます。さて、本町で

はある事業について、民意の反対署名活動が

起こり、３５９の署名が集まったそうです。

しかし、その署名の数には少し疑問が残りま

す。事実、私の支持者でも、半ば強制的に署

名を求められた方もいます。それに対応する

形で、執行部はご意見募集、自由記載を行い、

その後、意見書が町のホームページに記載さ

れました。

しかし、その内容は、執行部の説明や議会

内で協議された内容と関係のないことや、事

実無根のことも多く書かれ、誹謗中傷し、個

人の名が分かるような内容や、会社を批判す

る文章も見受けられました。これが町の行っ

た町民の意見の結果なのかと思い、寂しくな

りました。

今は削除されておりますが、これから行わ

れる住民アンケートの結果を執行部、担当課

と協議し、議員の責任として適正な答えを出

したいと考えております。

さて、鳥取県内のコロナ感染も第４波の影

響を受け、５月上旬一時増えた時期もありま

したが、６月に入り感染者の増加を抑えてい

る状況であり、全国で一番感染を抑えられて

いる県です。これは平井知事をはじめ、行政、

医療関係者、社会福祉施設等、多くの人が集

まるところで働かれている方々のご努力や県

民の協力によるものだと感じております。



関係者には深く敬意を表したいと思います。

本町も、高齢者のワクチン接種が順調に進ん

でいて、さらに６４歳以下の予約を受け付け

する段階に入ったことを、６月８日の常任委

員会で報告を受けて、安心しているところで

ございます。一日も早いコロナの感染の収束

を願うばかりです。

それでは、通告している２つの質問に入ら

せていただきます。１つ目、１としまして町

内の公共交通について順次質問させていただ

きます。

今年度のバス運行事業は５,４１７万円、そ

のうち委託料は、日本交通株式会社に２,３４

９万円、有限会社観光タクシーに９９６万円

で、地域コミュニティタクシーへの予算は５

４６万円を計上されており、かなりの委託料

を支払っています。

矢部町長は、私の令和元年１２月の質問の

答弁で、利用状況や住民ニーズを把握して住

民、交通事業者、行政等の連携による、持続

可能な体系の構築を目的として、若桜町公共

交通計画を策定され、このことにより町営バ

スの減便や委託料の増減もあると答弁されま

したが、今後の公共交通体制について町長は

どのように考えておられるのか、お尋ねしま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今後の公共交通体制について、どのように

考えておられるのかお尋ねしますとのご質問

でございますが。

令和元年度に作成しております「若桜町公

共交通計画」に基づき、基本的な方向性とし

ましては、定期バスが主流である現在の公共

交通体制から、若桜の現状にあったドア to

ドアによるデマンド型の運行に切り替えてい

くことを目指しております。

これらの体系を進めていくため、本年４月

より町営バスとしてデマンド型の運行を導入

し、利用者一人当たり初乗り３００円から上

限５００円といった、格安の乗車形態を試験

的に進めていくところでございます。

昨年まで同様の運行を実施しておりました

ＮＰＯ法人の利用実績と比較しまして、前年

度比 200％を超える利用率で推移している状

況であり、ご利用された皆様からは大変お喜

びの声をいただいているところでございます。

また、既存の公共交通を補完する仕組みづ

くりとして、地域住民が地域の公共交通を支

える新たな公共交通体制として、昨年度より、

「共助交通試験運行モデル地区事業」を実施

し、昨年度は吉川地区で「吉川地区共助交通

を推進する会」による「地域コミュニティタ

クシー『わあすか』」、本年度は高野・上高野

地区で「高野・上高野地区共助交通を推進す

る会」による「地域支え合いタクシー『てご』」

が、道路運送法上の許認可を得ない形態で、

運賃無償による実証運行を開始しているとこ

ろであり、昨年度より運行を開始いたしまし

た吉川地区では、地域住民に対する周知や運

行体制が軌道に乗ってきていることから、本

年秋頃を目途に有償運送に切り替え、本格的

に公共交通体制の１つとして体制構築する予

定で、今現在準備を進めているところでござ

います。

また、公共交通体制全体としましては、特

定地域づくり事業の本格稼働による運転手の

確保や、町営デマンド便の委託先である観光

タクシーの体制構築を進めてまいり、デマン

ド便の拡大を目指しております。

町営バス定期便の利用者の少ない便の減、

さらには、修繕費等が多額となっているバス

車両の見直し等も検討しており、事業者体制

整備、経費を圧縮しながらも利便性の高い公

共交通体制の整備をこれから進めてまいりた

いというふうに考えております。



議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

あの車両のこともちょっと言われたんです

が、かなり見るやに、もう古くなってそろそ

ろ更新というような車もあると思いますが、

その辺についてはどのようなお考えですか、

もう一度お願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

やはりバスにつきましては、毎日決められ

た本数、必ず人が乗ろうが乗らまいが走ると

いう関係でどうしても痛みが早い、また、タ

イヤなんかでもすぐに換えていかなければい

けないということで、修繕費がかなりかかる

ということで、大型から今、中型、小型とい

うふうに変えてきておりますので、状況に併

せて、やはり大きなものが必ず必要かどうか

というのを検討していかないといけないと。

必要なところには、やはり必要な車両を確

保しないといけないですし、そうでない部分

については、小型化を進めていきたいなとい

うふうに思っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

次の質問に移る前に、（２）の基本目標の

部分が、私たちが議会としていただいており

ます文と誤りがありましたので、直しながら

本文に沿う形で読み上げていきたいと思いま

す。私の書いている部分では、便利でという

ところが利用しやすくということでありまし

た。持続可能な公共交通ネットワークの実現

としておりますが、これは本文では構築とい

うことです。それから基本方針２、地域住民

と町外からの来訪者に向けた利用促進、基本

方針３、将来にわたると書いておりますが、

わたり、移動手段の維持・確保をするための

仕組みづくりが示されております。

今年度から観光タクシーによるデマンド便

の有償運行、さらに吉川の「わあすか」と、

高野・上高野地区共助交通を推進する会の協

力による「てご」が共助交通試験モデル事業

で運行されており、基本方針１、２、３の実

現と、特にドア to ドアの手段の充実が町内を

カバーできるとお考えなのか、所見をお伺い

します。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

近い将来ドア to ドアの移動手段の充実が

町内全域をカバーできるとお考えなのか、所

見を伺いますとのご質問ですが。

公共交通体制としましては、今後の高齢化

も鑑みれば、ますます自宅から目的地まで移

動できる交通手段の需要が拡大していくこと

が想定され、ドア to ドアによる運行のみでは、

町内全体をカバーできるとは考えておりませ

ん。

計画にもありますが、定期バスの併用は必

要と考えております。ただし、定期バス、デ

マンドの両方の運行となると、運行経費の増

額も想定されることから、需要と供給のバラ

ンス等について考える必要があります。

例えば、乗車率が高い時間帯のみ定期便を

継続し、その他の時間帯はデマンド便を運行

することにより、経費の削減や運転手の削減

を図りながら、また、利便性の向上を考えた

り、スクールバスの導入というようなことも、

やはり今後検討していく必要があるんではな

いかなというふうに考えております。

また、これらの公共交通体制を補完する役



割として、先ほど申しました、地域コミュニ

ティタクシーを行うこともできる運行体制が

整えば、中山間地域の見本となる体制が構築

できるものというふうに考えておりまして、

やはり町と、今お願いしております観光タク

シー等々と一緒になって、今後の交通体系の

整備というものを考えていきたいというふう

に思っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

町営バスの１日の利用回数や待ち時間の状

況や、吉川や「てご」の６月１日から運行さ

れているんですが、利用状況をできれば分か

る範囲で、なるべく詳しく教えていただけれ

ばと思いますが。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

詳しいまた数字につきましては、後でまた

ご説明させていただきたいと思いますけども、

地域コミュニティの吉川につきましては、大

体月に１００人程度がご利用していただいて

おりますし、デマンド便ですね、このデマン

ド便についても先ほど申しましたように、前

年比 200％以上の利用がございます。

ただ、町営バスについては、やはり利用が

大変少ない状況にございますので、これにつ

いてはやはりちょっと考えていく必要がある

なというふうに思います。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

試験運行の結果も順調に、今ええ調子だと

いうことお聞きして、ちょっと安心しており

ます。

３の質問に移ります。令和２年度３月の若

桜町公共交通計画資料Ⅶ２、目標を達成する

ための事業及び実施主体の事業内容で、実施

期間には「令和３年に運行を行う組織・団体

の設立、交通事業者等と協議」、令和４年「新

たな組織・団体の下でのデマンド交通の運行

開始」と記載され、また、注意書きには必要

に応じて、事業の一部を早期に実現する可能

性もあると記載されています。

少し私は遅れていると感じますが、町長の

所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

「若桜町公共交通計画」資料Ⅶの２の実施

状況が少し遅れていると感じますが、所見を

伺いますとのご質問でございますが。

計画Ⅶの２の、利用しやすく持続可能な公

共交通ネットワークの実現に向けたドア to

ドアの移動手段の充実に関することだという

ふうに思いますが、若桜町にはタクシー事業

者がなく、ドア to ドアによる移動手段がなか

ったため、この移動手段を確保するべく、公

共交通空白地有償運送として、ＮＰＯ法人の

事業としてタクシー料金の約半額の利用料金

で町内全域を運行区間として運行をしていた

だいておりました。

しかしながら、事業者より中長期的な業務

継続は困難であることの報告があり、同様の

運行体制を確保しながら、新たな実施方法を

検討する必要があったため、計画内容の一つ

として、この計画の中に入れたものでござい

ます。

実際には、ＮＰＯ法人が撤退されたため、

新たな会社でデマンド運行を導入し、同様の

運行形態を維持しつつ、利用料金も低価格に



抑えたことで利用率が増加しているところで

ございます。

また、地域コミュニティタクシーにおいて

も同様の運行形態であり、中長期的な運行が

可能であるか、ドライバーが確保できるかな

どの実証運行を経て、本年度中には有償運行

に切り換えるため、運行管理者や整備管理者

などの必要な資格において、鳥取運輸支局等

と協議を重ね、管理を委託する新たな形態で

実施可能であるとの確認も取れているところ

でございます。

進捗について少し遅れているのではという

ことでございますが、令和２年度に運行体制

の検討、令和３年度には組織・団体の設立及

び公共交通事業者等の協議、令和４年度に新

たな組織・団体の下での運行開始という計画

に基づき、本年度、吉川地区において有償運

行も予定しており、また、次年度以降の町の

交通形態の在り方についても、検討を進めて

いるところであり、おおむね計画どおりに進

んでいるのではないかなというふうに思って

おるところでございます。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

遅れていると私が感じただけで、町長は、

ほぼほぼ順調にいっとるということなんです

が、日交さんとか、観光タクシーさんとかと

はどれくらいの頻度ちゅうか、協議とか検討

はされているのか、お願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

運行会社につきましては、観光タクシーに

ついては月１必ず協議を行っておりますし、

バスにつきましては対策会議、運行会議の中

で今協議をしておりますが、やはり必要に応

じまして、やはりバスの運行ですのできちん

と回数決めておりませんが、必要に応じて担

当課は協議をしております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

私が聞き漏らしとるかも分からんですけど、

会社等で委託料の増減や継続運行、撤退なん

かのお話はされたのか、再度確認したいと思

います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今のご質問についてでございますけど、日

交バスとはまだ継続、今のままの継続という

ような話しかまだしておりません。それで、

観光タクシーにつきましては、今後、先ほど

申しました展開について広げていくような話

をさせていただいております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

随時そういう協議がされているということ

で、また変わったことがあるようでしたら、

議会のほうにも報告していただきたいと思い

ます。

吉川、高野・上高野地区が試験運行されて

いますが、その他の地域で希望されている集

落等があれば紹介していただけますか。なか

ったらないで結構です。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。



町長（矢部康樹）

地域コミュニティタクシーにつきましては、

本当にいろんな集落で取り組んでいただきた

いということでお話のほうはさせていただい

とるんですけども、残念ながら、今、申出が

あるところはございません。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

吉川地区や高野地区で試験運行がされてお

りますし、吉川については１年延長というこ

とになっておりますが、次の候補者はないと

いうことなんですが、やはりそういうところ

もしっかりと積極的に探されていかなければ

いけんと思いますけど、その辺について、も

う一度お願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

山本議員のおっしゃるとおりだと思います。

私どもも全然探してないわけではなく、何箇

所か会って話もさせていただいとるんですけ

ども、なかなか条件がクリアされてない、で

きないということで、まだ一歩進んでいただ

けない状況にありますので、何とかそれがで

きるような形のものを考えていきたいと思い

ます。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

次の質問に移ります。４番です。町営バス

の運行ダイヤの変更、利用料金１００円にし

ても利用者は増えない状況は続いています。

現在のデマンド便試験運行で、基本方針、

目的に示されている「町内を便利に移動でき

る持続可能な公共交通の確保」はできないと

考えます。昨年吉川、６月１日から上高野・

高野で実証運行されている地区住民の移動手

段は改善されたと思いますが、バス停が遠い、

公共交通での移動ができない集落も多く、ま

た、バス利用料金の不公平感もあると感じて

おります。

令和元年１２月に、町内５００世帯、１世

帯に２部配布されたアンケート調査では、

14％の住民が運転手に協力できると回答され

たと思っています。早急に町独自の会社を立

ち上げることが必要と考えますが、町長の所

見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

町独自の運行会社を立ち上げることが必要

と考えますが、所見を伺いますとのご質問で

ございますが。

吉川や高野・上高野地区で実証運行を行っ

ております、共助交通のモデル事業ですが、

この事業は、規定の定期バスを補完する仕組

みづくりとして、地域住民が地域の交通を支

える新たな公共交通体制として構築したとこ

ろでございます。

また、町営デマンド便につきましては、将

来的な運行形態を想定し、また、コミュニテ

ィタクシーがない集落の利便性を想定し導入

した交通体制となりました。現状において、

コミュニティタクシーなどの導入が行われて

いない集落に対する利便性も、当然ながら考

慮をしているところでございます。

そのため、最初のご質問でもお答えしたと

おり、定期便は価格設定を大幅に変更し、初

乗りを３００円、上限を５００円といった低

価格帯の利用料金としております。



町独自の運行会社を立ち上げる必要がある

とのお考えですが、利用者の需要に応じた運

行体制を構築する必要がありますので、定期

運行が主流だったものから、デマンド型の運

行に比重を寄せていきたいと、先にご説明さ

せていただきました。その中心となる事業者

として、本年度より運行業務を委託しており

ます観光タクシーに、運行管理を含めた業務

を担っていただきたいということを、今、検

討しているところでございます。

また、同事業者には、特定地域づくり事業

にも加盟いただいておりまして、本町の公共

交通だけでなく、観光や福祉などを含め、総

合的な観点から利便性及び活性化につなげて

いただければと期待しているところでござい

ます。

また、この特定地域づくりをご利用いただ

きまして、就労者の確保、若い人の働き場の

創出というのも併せてお願いしていきたいと

いうことで、この事業者と一緒になりまして、

支援できることはしながら公共交通について

体制整備というものを考えていきたいと思っ

ております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

観光タクシーという具体的な名前が出たわ

けですが、会社に委託をするということにな

れば、また、一番はじめに質問させていただ

きましたが、かなりのまた委託料が増額にな

ると思いますが、その辺の試算はされている

のか、されていないのか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

委託料につきましては、担当課のほうで試

算をしております。また資料のほうはご提供

させていただきたいというふうに思いますし、

空白地有償でございますと、国・県の補助も

十分にありますので、それを利用しながらや

っていきたいというふうに思っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

１つ池田地区で聞いたお話を町長にお伝え

しますが、運転免許の更新を断念された方と

お話したことがあります。免許センターでは、

高齢者による交通事故が増えている状況を危

惧されているのか、返還を勧められ、更新を

断念されたと聞きました。

しかし、車の運転ができなくなると、バス

停が遠いため、自転車を購入されましたが、

雨の日や冬場には外出をためらうことなどを

感じられまして、より安全に遠くに行ける高

額な電動シニアカーに買い換えられたとお聞

きしました。このような実例は急激な高齢化

が進む本町において、ますます増えていくと

考えます。

令和４年度、新たな組織・団体の下でデマ

ンド便の運行ができると願っておりますので、

しっかりと進むような取組をしていただきま

すようにお願いして、次の５番目の質問に移

らせていただきます。

町独自の新公共交通が確立すれば、町の協

力の下、道の駅などと連携して、高齢者や障

がい者の方々に、総菜や温かく栄養バランス

の取れた食事などをお届けできると考えます。

今後こうした福祉事業は必要と感じますが、

町長の所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）



高齢者や障がい者の方々に食事などをお届

けできると考えますが、所見を伺いますとの

ご質問でございますが。

公共交通と福祉との連携による食事面での

サポートにつきましては、高齢者が増えてい

くこれからの若桜町にとって必要なこととい

うふうに認識しております。

ただし、宅配サービスは、既に一般企業が

町内全域で実施しているということもござい

ます。そのため町内の事業者が参入を希望さ

れる場合においては、やはり経費やロスが少

なくなるよう共同で取り組むなど、商工会を

交えて一緒に検討していくことも必要なこと

と考えております。

昨年テイクアウト事業をやったときに、こ

の要望は大変ございまして、何とか運搬でき

ないかという話もさせていただいたんですけ

ども、やはり協議をする時間がどうしても必

要だということで、実施に至りませんでした。

やはり運送中の荷崩れであったり、食中毒な

どの責任の所在など、やはり課題が多いとい

うふうに聞いておりますので、やはり関係者

の皆さんちょっと集まっていただいて、協議

をしていくっていうことをまずやっていく必

要があるというふうに思っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

先ほど食中毒とか、その荷崩れという問題

もあるという答弁がありましたが、道の駅に

は保冷車もあったりしますので、その辺もし

っかりと巻き込んでやっていただければと思

いますので、一番はじめの質問にも申しまし

たが、いずれにしても約５,４００万円の委託

料が必要になっています。コロナ禍の中、高

速バスの運行も中断されるなど、交通事業者

も大変厳しい状況だと感じております。

令和３年度予算説明資料に、課題及び期待

する効果にも、公共交通空白地における運行

体制として、ＮＰＯ法人に対する運行補助に

よる運行を行っていたが、町営による体制へ

と変換し、一元管理を実施、これにより運行

管理体制の強靭化及び利用料金の適正化を図

ると記されております。

町内全域の公共交通がより良い体系となり、

特に利便性の悪い集落の住民が、便利で低料

金で利用できる公共交通計画の構築ができる

ことを希望いたしまして、次の最後の質問に

移らせていただきます。

迎賓館の管理についてです。若桜迎賓館の

管理運営は、平成２８年度に２,９３７万円を

かけて中尾邸をおもてなしの拠点、町内各種

団体研修等の利用等を目的として改修し、ス

タートしました。また、宿泊施設も兼ねた改

修もされました。しかし、利用制限などもあ

り、利用者は増えないまま現在に至っており

ます。

議会も毎年、所有者との利用条件を検討し

ていただきたいとお願いし、議会報告会でも、

町民の方々も返却を含む厳しい意見などもい

ただいております。今年５月２８日の常任委

員会で、所有者の変更があったとの報告を受

け、他の委員さんからも多くの意見もありま

したが、現在どのように利用条件や返還を含

めた話合いをされているのか、お尋ねいたし

ます。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

若桜迎賓館の利用状況と所有者との話合い

の状況についてのお尋ねでございますが。

若桜迎賓館は、町民の交流を促進し、若桜

町の活性化を図るため平成２７年１０月に所

有者の方と使用貸借契約書を締結、平成２８

年度に施設改修を行い、管理運営を行ってい

るところです。また、この間の平成３０年１



月には、施設の目的外使用に関して、所有者

の方と合意書を締結し、その合意内容を遵守

しながら、利用者の方には施設利用をお願い

しております。

また、利用状況につきましては、平成３０

年度に２２団体３４０名のご利用がございま

したが、その後は減少傾向となっており、令

和２年度においては、新型コロナ感染拡大の

影響もございまして、２団体１９名の利用と

いうふうになっているところでございます。

さて、ご質問の、新たな所有者との利用条

件等の協議についてでございますが、令和３

年３月に新たな所有者の方からのお手紙を受

理し、平成２７年からの１０年間の無償貸与

については、今後も継続する旨の了解は得て

おります。

しかし、利用条件等の詳細については、ま

だ協議が始まっておりません。理由といたし

ましては、県外にお住まいのため、コロナの

感染状況を鑑みながら、新たな所有者の方と、

今現在ワクチン接種のほうも今、受けられて

おられまして、２回目が終わってから面談を

しようということを話し合っているところで

ございます。

そして、やはり今後の利用条件等の詳細の

協議を進めてまいりたいというふうに思って

おるところでございます。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

１０年間の無償貸与ということをさっき委

員会の中でもそれはお聞かせ願ったんですが、

使用条件についても再三、前所有者とも協議

をされたと思いますが、なぜ前町長との契約

では１０年後には無償譲渡と我々はお聞きし

たと記憶していますが、契約条件が変わって

おると思いますが、その点について町長のお

考えをお聞きします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

１０年後の譲渡のお話でございますけども、

実は契約書のほうには、その文言は記載され

ておりませんで、口頭での約束事になってお

りますので、改めてこの件についても新しい

方と話をさせていただきたいというふうに思

っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

２番に移ります。毎年、管理費用として１

００万円以上の予算が行われている状況であ

り、さらに契約内容が前より悪くなった、先

ほどの答弁では書き物にないということでし

たんですが、我々はそういう、ずっと前町長

との話を記憶した中で、いろいろ住民さんと

も話をした記憶があります。

町長の任期最終年度となっている今、建物

の返却等はっきりとしたお考えを示される時

期だと考えます。また、これまでかかった改

修費の返却なども求める必要があると考えま

すが、町長の所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

若桜迎賓館の返却も含め、はっきりとした

考えを示される時期と考えますが、所見を伺

いますとのご質問でございます。

若桜迎賓館は先ほどご答弁いたしましたと

おり、平成２８年度に施設改修を行っており

ますが、その後も毎年１００万円以上の維持

管理費がかかっている状況であり、今後も施



設の老朽化に伴い、修繕費等の費用の増加が

危惧されているところでございます。利用状

況についても先ほど述べましたように減少傾

向となっており、費用対効果が非常に低くな

っていると感じております。

しかしながら、迎賓館は施設改修費に多額

の費用を投じていること、所有者に建物を返

却する際に、現在の契約内容で施設改修費の

回収など返却を含め、慎重に検討する必要が

あるというふうに考えております。

しかし、新たな所有者との利用条件の協議

結果、また、前所有者との間で１０年間の貸

借契約終了後は、建物を町へ無償譲渡する旨

の話合いの経過もあるため、その内容が反故

されるようであれば、今後の維持管理費を踏

まえ、建物の返却も視野に入れた話合いを行

っていく必要があるというふうに考えており

ます。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

来年の話をすれば鬼が笑うと言いますが、

来年度には私も町長も改選をして、ここの場

に立っておられるかどうかはちょっと定かで

はないんですが、やはり皆さんの声ではもう

返したほうがええということもあります。

それと改修費用、先ほども私も言いました

し、町長の答弁でもありました。改修費用に

ついても、やはり幾らかは返してもらうよう

な話合いもしてほしいと思います。その辺に

ついてはっきりともう一度答弁お願いできま

すか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほど答弁させていただいたとおりでござ

いまして、改修費用についても、返却する場

合には回収させていただきたいという話はぜ

ひさせていただきたい。どういう話合いにな

るか分かりませんけども、借りる場合であっ

てもやはりいい条件でないと、やはり借りて

いる意味もございませんので、そこら辺につ

いてはしっかり担当課と共有しながら、新し

い所有者との協議に臨みたいというふうに思

っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

ぜひともよろしくお願いしたいと思います。

先ほどの質問でも申しましたが、町が管理運

営する施設は様々な条件や管理方法があり、

補助金、委託料、指定管理料などで管理運営

されております。

様々な補助事業については町民の大切な税

金が投入されていますが、手続等される際の

審査の甘さも感じているところでもあり、そ

れぞれに適正にチェックし、税金を有効に使

えるようにしていただきたいと考えます。

議会でも予算、決算、補正予算などで十分

に慎重審議、審査していると思いますが、事

業計画などの説明等を受けて初めて分かるこ

とも多いので、十分な事業の説明や報告がな

ければ理解することができません。今年度に

入ってからも説明が不十分であると感じ、意

見をしたことは何度かありましたが、事業や

計画について議員全員が賛成、反対を含め、

全て理解できることがあることも事実であり

ます。

住民の方々に事業内容や計画を説明するの

は議員の責務と考えています。早いもので、

先ほども申しましたが、町長も議員も残りの

任期は約半年となろうとしております。行政

と議会が両輪となり、町民の付託に１つでも

多く応え、事業計画を実施し、町民、住民、



福祉向上に尽力することを誓いまして私の一

般質問を終わります。ありがとうございまし

た。

議長（川上守）

暫時休憩します。

   午前１１時００分  休 憩

   午前１１時２０分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き会議を再開します。

一般質問を許します。３番、山根政彦議員。

議員（山根政彦）

皆さんおはようございます。３番、山根政

彦でございます。本日傍聴においでの皆様、

インターネット中継でご視聴の皆様ありがと

うございます。はじめに、このたびの新型コ

ロナウイルス感染症により罹患された皆様に

心よりお見舞い申し上げます。また、医療の

最前線で新型コロナウイルス感染症に従事す

る医療・福祉関係の方々をはじめ、社会を支

えるために頑張っておられる方々に心より感

謝申し上げます。

さて、その新型コロナウイルス感染症です

が、鳥取県内でも一時クラスターが発生する

など、連日多くの感染者数が発表されていま

した。最近は感染者数の発表がない日が続い

ており、先日の９日には、鳥取県では警戒事

態宣言から新型コロナ感染予防強化月間に移

行されました。

しかしながら、隣県では感染力の強い変異

株が急増しており、まだまだ安心して暮らせ

る状況ではなく、引き続き気を緩めずにしっ

かりと町民みんなで感染予防をしていく必要

があると感じているところでございます。そ

ういった中、若桜町のコロナワクチン接種も

順調に進んでいると聞いております。

また、９日に国会で党首討論が行われまし

たが、その中で菅首相が１０月から１１月に

は、必要な国民、希望する方全てワクチン接

種を終えることを実現したいと述べられまし

た。このことは新型コロナウイルスという長

いトンネルの先に、まだまだ小さい光ですが

出口がやっと見えてきた感じがします。

それでは、通告しております質問を順次さ

せていただきます。今年の梅雨入りは例年よ

り２０日ほど早く、長雨による農作物への影

響が懸念されるところでもありますが、もう

１つ心配しているのが、梅雨が明ける時期の

豪雨や台風の接近による土砂災害のことです。

まだ記憶に新しいものが、平成３０年の７

月豪雨です。本町でも多くの土砂災害などが

発生し、また、一部住民の避難も行われまし

た。近年、気候変動が進む中、いつ、どこで、

どのような自然災害が起きても不思議でない

のが今の現状です。そのような中、町民の生

命及び財産を守るため、町長の重責は計り知

れないものがあると感じております。

そこで、まずはじめに、危機管理について

お尋ねします。はじめに述べたように、新型

コロナウイルス感染症の影響は、これまでと

は違った考え方がいろいろな局面で必要にな

ってきます。現在のようなコロナ禍では、避

難所での運営方法は、従来の防災計画にある

各避難施設の収容人数も、大幅に少なくなる

と思いますが、十分対応できる準備はしてあ

るのか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

新型コロナウイルス感染症に対応した避難

所運営の準備はしてあるのか伺いますとのご

質問でございますが。

現行の「若桜町地域防災計画」では、各公

共施設や集落公民館などを災害時の避難所と



して記載しております。それぞれの避難所の

収容人数は、公共施設では１人当たり２平米

から３.３平米、各集落公民館では、その集落

の人口を目安に設定しているところであり、

計画上は町民全員の収容が可能となっており

ます。

しかしながら、議員ご指摘のとおり、現在

のコロナ禍においては、感染防止対策のため、

１人当たりのスペースをさらに広く確保する

必要があり、避難所内での通路や体調不良者

の救護スペースなどを考慮すると、計画収容

人数を大幅に下回ることになります。

また、第２町民体育館は、コロナワクチン

の集団接種会場として使用しており、大規模

な避難所としての機能は現在は果たせない状

況にございます。

さらに、本町において現時点では確認され

ておりませんが、新型コロナウイルス感染症

による自宅療養者や濃厚接触者等がある場合

には、その方々への対応も考慮していく必要

がございます。

このような状況の中、国から「避難所にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応に関

するＱ＆Ａ」など、コロナ禍での避難所運営

に関する通知が発出されており、それらを踏

まえて検討を現在進めているところでござい

ます。

なお、「避難」とは文字通り「難」を「避」

けるということであり、安全な場所にいる人

までその場を離れる必要はないものと考えて

おります。

気象警報等は市町村単位を基本として発表

されますが、自治体が発令する避難指示等を

発令する際には、状況に応じて対象地域を絞

り込むなど、避難情報等の発令方法について

も検討してまいりたいと考えております。そ

して、町民皆さんの安全を確実に守っていけ

るように努めてまいりたいと考えております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

今、言われたように、しっかり考えられて

いるというようなところです。できている準

備についてちょっとお尋ねしたいなというふ

うには思います。

先ほど言われたように、計画にある収容可

能人員の算定は３.３平米に１人というふう

になっていますけど、先ほど町長言われたよ

うに、コロナ禍では感染拡大防止をしないと

いけないということで、当然広くなりますよ

ね。１人当たりのスペースというのは、国の

基準があったりなんかするんですか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

コロナ禍における必要な１人当たりの平米

数でございますけども、一応４平米というふ

うになっておりますが、やはりもう少し広め

にとっていく必要があるなというふうには考

えております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

避難所のことなんですけど、防災計画のほ

うには「避難所管理運営マニュアル」を作成

するように記載されております。こういうふ

うにコロナ感染拡大防止について、そのマニ

ュアルに現在記載されて、その対応のマニュ

アルになっているのかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）



答弁は総務課長のほうから。

議長（川上守）

はい、藤原課長。

総務課長（藤原祐二）

すいません。総務課長の藤原でございます。

よろしくお願いします。先ほど山根議員から

マニュアルに関してのことについていただき

ました。先ほど町長の答弁の中でもございま

したけども、現在、国のほうからコロナ禍に

おけます避難所運営の通知でありますとか、

Ｑ＆Ａでありますとか、そういったものが発

出されておりますので、現在、そちらを踏ま

えて見直しを行っておるというところでござ

います。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

これ、既存のマニュアルはあるんですよね。

ただ、そのコロナ対応といいますか、それが

ないというようなことで、今、総務課長さん

が言われましたけど、スケジュール的にはど

ういうふうに思われているんですか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

続きまして、総務課長のほうに答弁させま

す。

議長（川上守）

総務課長。

総務課長（藤原祐二）

スケジュールについてのご質問でございま

すが、現時点ではっきりといつまでというこ

とがなかなか申し上げられませんが、可能な

限り、できるだけ早いうちにというふうに考

えております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

さっきも言ったように、今、こういうよう

な状況です。ほんのこの間、若桜の宿内は降

っていませんけど、𣇃米、１時間当たり５２

ミリの雨量で、ものすごい雨でした。

本当にもうどこで、いつなるか分からない

ような状況です。そこら辺十分考えられての

作成になると思いますけど、早急に作成され

るようにお願いします。

そうやってマニュアルが作成されている、

既存のマニュアルですけど、これは避難所の

管理運営といいましたら主に職員の方々だと

いうふうに思います。職員の方々はこれらを

十分に理解して、また、週に１度幹部会など

が開かれると思いますけど、その中で周知や

検討はこのマニュアルについてなされておる

のかどうかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

この避難所に関するマニュアルで、コロナ

対応についてはまだちょっと協議のほうがあ

まり進んでおりません。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

さっきも言ったように、避難所の主となっ

て運営されるというのは職員の方々ですので、

非常時に備えてシミュレーションをしておく



ことは大切かなというふうに思います。

避難所の中には福祉避難所があります。現

在、あすなろ、生協の診療所、それと社福の

３施設が指定されていますけど、道路などが

寸断されて、そこに行けない状況になったと

きには対応できる施設、あるいは方法はどの

ように考えられておるのかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

総務課長のほうで答弁をさせます。

議長（川上守）

総務課長。

総務課長（藤原祐二）

現在の福祉避難所等への行けなかった場合

の対応についてのことだというふうに考えて

おりますが、このたびの国のほう、臨時交付

金ですか、こういったものを活用しまして資

機材の購入等は行っております。

それから、あと、福祉避難所といたしまし

ては先ほど議員のおっしゃられた社協さん、

それからあすなろさん、それから生協さんで

すか、この３か所ではございますが、そのほ

かに医療機関柿坂医院さんでありますとか、

そういったところとは人員の派遣等の協定等

も結ばせていただいておりますし、それから

あとは、必要に応じまして市の保健所等へ保

健師等も応援の要請等を行うようにというこ

とにしておりますので、そういった場合には、

既存の、通常の避難所の中に仕切りを設けま

して、そういったことを使用するスペースを

設けて、人員につきましてはそちらのほうか

らの派遣をいただくというような方法を考え

ておるところです。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

今言ったように、福祉避難所、これに行く

場合は、これは自らが直接に行けばいいんで

すか、それとも保健センターや包括支援セン

ターを通して連れて行ってもらうのか、そこ

ら辺のルールがちゃんとできているのかどう

かお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

総務課長のほうで答弁させます。

議長（川上守）

総務課長。

総務課長（藤原祐二）

避難する際のルールのことについてという

ことでございますが、基本的には避難所への

避難につきましてはご自身等でというふうに

は考えております。

ただ、要支援者の方につきましては、この

たびの在宅の改正で名称等も変わりました。

高齢者等避難、以前は準備と言ったものが避

難という形に統一をされたという経緯もござ

いますし、そういった中にこの避難に時間を

要する方につきましては、早めの避難を呼び

かけるということ、その中でも例えばご家族

が遠方にいらっしゃるでありますとか、昼間

ですと、ご家族の方が会社勤めでいらっしゃ

らない場合等につきましては、ご連絡をいた

だきましたら対応したいなというふうに考え

ております。

議長（川上守）

山根政彦議員。



議員（山根政彦）

これといった決まったルールというのはな

いんですよね。その都度対応していくような

ことはできているというようなところで、理

解でいいですよね。こういうようなこと、い

ろいろ団体があるわけですけど、これ全ての

コーディネートというのはやっぱり町ですよ

ね。町が指導するべきことだというふうに思

います。関係者の方々と十分協議をしていく

必要があるなというふうには感じました。

次の質問に移ります。新型コロナウイルス

感染者が役場庁舎内に多数判明した場合など、

庁舎を閉庁することになると思うが、その間

の業務体制はどのように考えられているのか

伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

役場内で新型コロナウイルス感染症感染者

が多数判明した場合の業務体制をどのように

考えているのか伺いますとのご質問でござい

ますが。

本町では、平成２４年度に業務継続計画、

いわゆる「ＢＣＰ」を作成し、災害発生時に

被害、特に人的被害を最小限にとどめるため

の災害時優先業務を定めております。

しかしながら、現行のＢＣＰは物理的な大

規模災害を想定して作成したものであり、現

在の新型コロナウイルス感染症のような状況

には対応ができておりませんでした。

そのため、職員から感染者が確認され、勤

務者が大幅に減少し、通常業務の執行が困難

となった場合においても優先して実施すべき

業務の洗い出しを昨年５月に行い、それらの

業務について担当者不在であっても継続でき

るよう、マニュアルの作成を指示していると

ころでございます。

また、庁舎の閉庁についてでございますが、

先日、県内で複数の職員の感染判明により庁

舎を２週間閉鎖した自治体がございましたが、

これは、県のクラスター条例に基づく措置で

はなく、別の施設での業務継続が可能である

との判断の下、自治体独自に決定した措置で

あるということでございました。

したがって、本町において同様の事象が発

生した場合、保健所等の指導の下、庁舎内の

消毒が完了すれば、数日で開庁することは可

能であるというふうに考えております。

しかしながら、感染や濃厚接触による自宅

待機などにより、勤務可能な職員が大幅に減

少した際には、先に述べた優先業務に絞って

業務を行っていくことになりますので、町民

の皆様にはご不便をおかけすることになりま

すが、ご理解、ご協力をお願いしたいという

ふうに思っております。

また、県ではこのような場合を想定し、市

長会、町村会を通じ、ほかの自治体から職員

の応援体制が整備されております。議員ご指

摘のような事態になった際には、このような

制度も活用しながら、可能な限り業務の継続

に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

一番心配するのが業務の停滞というような

ことになります。先ほど、町長が言われたよ

うにＢＣＰがもう既に策定されているという

ことですが、コロナ対応にはなってないと。

早急にこれをコロナ対応のＢＣＰもつくって

いただくようにお願いしたいのと、これを基

に、町長の中でシミュレーションをしておく

ということはとっても大切なことだと思いま

すけど、この業務継続計画ＢＣＰを活用され

たことはありますか。



議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

コロナ対応のＢＣＰにつきましては各課に

指示してほぼほぼできておりまして、それに

ついて、内容について優先順位というものを

決めていかないといけないという、その作業

を今現在させていただいております。

やはり町民に直接関係する業務という部分

については、やはり優先されるんではないか

なというふうに思っております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

コロナ対応で各課でもそういうふうなこと

が検討されているということで、少し安心は

いたしました。もし閉庁になっても、最低限

の業務体制を整えていくということは、もう

先ほども町長も言われたように大切なことで

ありますし、また、住民に対しての町の責務

だというふうにも思います。

また、時々ちょっとシミュレーションとい

うような言葉を使わせていただきましたが、

リーダーは常に十分なシミュレーションをし

て、全ての状況を対処可能にしないといけな

いというふうに思っております。これはリー

ダーとしての基本中の基本です。

これは町長だけではなくて、各課の課長は

リーダーとなるわけですんで、そこら辺しっ

かり常日頃からシミュレーションはしていた

だきたいというふうに思います。そうした中

で想定外というものをなくして、なるべく想

定内にしていくことが、町民の生命と財産を

守り抜く危機管理だというふうに思います。

いま一度町のリーダーとして町長もしっかり

考えていただきたいというふうに思います。

次の質問に移ります。氷ノ山高原の宿「氷

太くん」の経営状況についてお尋ねします。

町長が考えられている氷ノ山リゾートの充

実は、年間を通じて氷ノ山に観光客を集めよ

うとするものだというふうに思います。その

中心的施設である高原の宿氷太くんの経営は、

大変厳しい状況にあると思いますが、令和２

年度の決算状況及び５月末現在の経営状況は

どのようになっているのかお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

高原の宿「氷太くん」の令和２年度の決算

状況並びに５月末現在の経営状況はどのよう

になっているかとのお尋ねでございますが。

まずはじめに、一般財団法人若桜町観光開

発事業団の令和２年度の決算状況につきまし

ては、この６月議会において報告をさせてい

ただいているところでございます。事業団全

体の決算としましては、スキーシーズンの好

調もあり、令和２年度は黒字となっている状

況にございます。

しかし、これはスキー場関連施設以外の事

業について、純粋に収益が増加したものでは

なく、国の補助金や雇用調整助成金に頼った

ものであるとともに、長期借入れも行うなど、

厳しい経営状況であることは否めません。

さて、ご質問の高原の宿氷太くんの経営状

況についてでございますが、令和２年度の営

業収益として２,２２７万円の収益が計上さ

れております。令和元年度と比較して７,２４

２万円の減となっており、これは、新型コロ

ナ感染症の拡大に伴い４月２２日から６月３

０日まで休業したこと、また、緊急事態宣言

の発令により、県内小中学生の校外学習の中

止や氷太くんの宿泊客の中心である大学生の

合宿が１件も入らないなど、宿泊者の大幅な

減少が影響しているものであります。

このため、夏には当町が実施したＧｏＧｏ



バベキュー事業に氷太くんも参加し、日帰り

の集客に努めるとともに雇用調整助成金や

国・県からの補助金、助成金、町の指定管理

料、また、経費の削減も行いながら決算を何

とか黒字にしております。

令和３年度に入りましても同様に、新型コ

ロナの感染拡大、または緊急事態宣言などの

影響を受けており、県内小中学生の校外学習

の延期、中止により、５月末の営業収益は休

業していた昨年度より若干増加はしているの

の、通常の営業状態であった一昨年度と比較

し、大幅な減少となっております。

また、現在は７月、８月に多くの大学生の

合宿予約が入っておりますが、感染状況によ

り、昨年度同様これら全てがキャンセルにな

ることも予想され、氷太くんの経営は非常に

厳しい状況と言わざるを得ません。

今後も国・県の助成金の動向を注視しつつ、

最善の方策を取っていきたいと考えておりま

す。現在、接種の行われているワクチンの効

果により、新型コロナの感染拡大が収束に向

かい、県内外への移動自粛が早急に解除され

ることを期待しているところでございます。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

今、言われたように、昨年から続いておる

コロナ禍での経営は大変厳しい状況にあると

いうふうに思います。観光業、宿泊業、飲食

業は大きなダメージをしており、事業継続も

危ぶまれているというような状況だというふ

うに思います。

そういった中で、組織を守り雇用を守って

いくために、補助金等のあらゆる手段を使う

のは当然のことだというふうに思います。

しかし、現在の氷太くんの経営手法には少

し疑問が残ります。そもそも改めて聞きます

が、町長の公約でもあり、所信表明でも強く

述べられた「氷ノ山リゾートの充実」という

ものはどのようなものなんですか、ただ、自

然体験プログラムの充実なのか、コンサート

などイベントを行うことなのか、それとも氷

太くんという施設の役割はどのように考えら

れていたのかお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

まず、氷ノ山リゾートについてでございま

すけども、やはり氷ノ山冬場だけ、スキー場

だけ、お客が来ればいいという考え方で今ま

でずっとやってきておりました。

しかしながら、雪が降らないと一昨年みた

いなことになり、収益が全く上がらない。そ

ういうときに、夏場、この春から秋にかけて、

いかにお客を呼んでくるのか、いかに楽しん

でもらう環境をつくっていくのかということ

をやはり考えていく必要がある。

この春から秋にかけてお客が来ないような

ところであれば、やはりこれからどんどん衰

退傾向に行くんじゃないかという心配もござ

いました。その中で、やはり氷太くんの役割

というのは大変大きなものだと思っておりま

す。

ただ単なる宿泊施設としてではなくて、氷

ノ山全体をまとめる役割ということも、ぜひ

やっていただきたいということで、今年につ

いてもスキー場のスノーピアございますけど

も、あの前の辺りを利用した、例えば食事が

できたり、遊べたりということもぜひ取り組

んでいただきたいという話もさせていただい

ておりますし、ただ、氷太だけで、事業団だ

けでやるんでなくて、やはりみんなが一緒に

なって観光業者組合等々一緒になって、やは

り盛り上げていくということを皆さんで考え

ていただきたいというふうに思っております。

また、秋にはまた新しい取組をやろうとい



うような動きも業者組合のほう出ております。

みんなが一緒になって氷ノ山を盛り上げてい

ただきたい。そのために氷太はもっと頑張っ

ていただきたいという思いはございます。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

現在のコロナ禍では思うような経営ができ

ていないというのは十分よう分かります。ち

ょっとしつこいようですけど、町長が思い描

かれている氷太くんという施設は、町長が思

っとるようになっておりますか、伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

氷太につきましては、今コロナ禍というこ

ともありまして、やはり人が来ない状況の中

で活動しにくいという部分があるというふう

に思っております。これが落ち着いてまいり

ますと、やはり中心となった活動、何か宿泊

施設以外に先ほど申しましたけど、中心的役

割を果たしていただけるような事業団であっ

ていただきたいというふうに思います。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

氷太くんの建設は平成５年か、ちょっとう

る覚えなんですけど、６年頃に構想が練られ

て、それから地権者の方々をはじめ、地元へ

の説明を本当で数え切れないほどやられてき

ました。

当時、地元では反対の声というようなもの

も多く聞かれました。その際の町の考え方と

いうのは先ほども町長が言われたように、冬

が中心だった氷ノ山を、年間を通じて集客を

行い、また、同時オープンしました響きの森

と力を合わせて大自然の魅力を発信し、新た

な氷ノ山を売り込み、新しいお客さんを呼び

込みたいという思いだったというふうに記憶

しております。

そこには当然、町内の雇用が生まれ、氷ノ

山の活性化はもちろんですけど、町の経済の

活性化していく思いだったというふうに記憶

しております。

当時、氷ノ山には６軒から７軒の宿泊施設

がありました。特に学校など多く利用してい

たユースホステルなどもある中、あえて町が

宿泊施設を建設した意味を、いま一度しっか

り考えるべきだというふうに思います。町長

のお考えをお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほど申しましたとおり、やはり氷太の役

割というのは大切な部分を担わなければいけ

ないというのは重々承知しております。

だから、早くコロナ禍の中でやはり何もで

きない、維持していこうという部分っていう

のが今は結局、雇用調整金などもらいながら

何とかしのいでいるような状況でございまし

て、やはり経営を考えるという意味では、ど

のやり方がいいのかっていうのはなかなか難

しいところもございますが、だからこそ、逆

に今はそういう話合いの場をつくっていくの

がいいのかなっていうふうには思っておりま

す。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

町長はね、よく経営には口を出せないとい



うふうに常任委員会などで発言されています。

それは、管理されとる事業団に対してなのか、

それとも町が建てた氷太くんの経営に対して

なのか、それとも両方なのか。

先ほど言ったような経過があるんですよね、

氷太くん、宿泊施設がある氷ノ山に、氷太く

んを建てたというような経緯があります。そ

ういうような経緯がありながら、僕は経営に

は口は出せないというようなことは、町の責

任者としてあまりにも無責任じゃないかなと

いうふうに思いますけど、町長のお考えをお

尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

観光開発事業団はあくまで法人でございま

す。これに対して町が介入するということは、

私はできないというふうに思っております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

ちょっと残念ですね、さっき言ったように、

町が建てた施設なんです。町の考え方と違っ

た経営の場合は、意見して修正していくのが

町の責任だというふうに思います。

何度も言いますけど、コロナ禍での経営は

大変厳しい状況だというふうに思っています。

しかし、コロナ禍でも民間は手探り状況の中

でしっかり前に進もうとしているんですよ、

そうしないと事業の継承ができなくなるから

です。いわゆる倒産です。明日から飯が食べ

れんようになるからです。

一方、氷太くんはどうですか。頑張ってい

る姿が見えてきません。逆に先ほどから言わ

れているように町長が、コロナ禍ということ

に甘えているようにしか見えません。補助金

を使う方法が悪いというふうには思っとりま

せんけど、雇用を守るためにはしかたない方

法だというふうにも思います。

しかし、補助金ばっかりに頼っていても、

氷ノ山の活性化にはつながってきません、う

まく補助金を利用しながら、いろいろな戦略

を立てて企画して、学校などの団体ばかりに

目を向けるんじゃなくて、一般客の一人一人

の、１人でも多くのお客様に利用していただ

くその努力が必要で、それが氷ノ山の活性化

につながっていくというふうに思います。

また、それが町長の思う氷ノ山リゾートの

活性化につながっていくというふうに思いま

す。

このことは、管理運営する事業団が悪いと

いうふうには思いません。町としての責任も

ありますし、私たち議会にも責任があるとい

うふうにも思います。

私も経営者の 1 人として、先ほど言った経

営方法の難しさはよく分かります。あの大き

な施設に、例えば２人のお客様を泊めること

によって、あの大きな施設を稼働させないと

いけない状態になります。そこには人件費、

光熱水費などが多く発生します。損得だけを

考えたら泊めないほうが得ですよね、民間は

それでもええというふうに僕は思います。し

かし、公共施設である氷太くんはそれでいい

と、町長、本当で思われますか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

ご存知のとおり、財団法人一般事業団につ

きましては２年間赤字を出したら解散しない

といけないという中での経営でございます。

言われるように、理想的には開けておっても

赤字でもいいんだという考えはあるかも分か

りませんけど、その赤字、じゃあ、誰が補填

するんですかという、経営というのはやはり



黒字を出すためにどういうふうにしたらいい

のかというのを考えるのも経営だと思います、

これは。

だから、ずっと閉めとっていけんがなとい

う見方も当然あります。ただ、それが黒字に

転換できるんであればという考え方もありま

す。それが経営方針だと私は思っております。

三朝温泉にある施設でございますけども、

ずっと開けておりました、閉めないで。その

結果どうなったかというと１億円の赤字が出

ました。これはある意味公共的な施設なので

赤字補填していただけますが、民間であれば

間違いなく大きな負債になって、へたをした

ら倒産をするというようなこともございます。

だから、経営方針については、やはりどう

考えていく、ただ、これからは、今言う雇用

調整もありませんので当然開けていく、どん

どんどんどん活用していかないと、当然利益

は上がっていきません。どういうやり方がい

いのかというものは、やはり事業団の中で検

討をしていただいて取り組んでいただきたい。

その方針については当然私どもに報告義務が

ありますので、そういうのは聞かせていただ

きたいというふうに思っています。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

氷ノ山の中心的な施設があって、また、公

共施設もある氷太くんがこういうことをする

ことによって、先ほど言われたように大きな

赤字になったらどうするんだというようなこ

とがあるかもしれません。けど、氷ノ山、ま

た、若桜町のイメージというのは泊まれない

というイメージがついてきます。

なぜ、こんなことになってしまうかという

と、町や、町ばっかしではないです。私たち

議会は利益だけに目が行きがちで、それだけ

を追求しがちではないでしょうか。これは決

して大きな赤字を出して、町のお金をつぎ込

んでもよいというようなことではありません。

町も議会も、氷太くん・公共施設、これは

氷太くん公共施設になりますけど、氷ノ山、

またこの若桜町にある意味を、いま一度しっ

かり町民の幸せのためにあるべき姿というも

のをしっかりいま一度考える必要があるのか

なというふうに思います。

次の質問に移ります。最後になりますが、

各事業の進め方についてお尋ねします。

矢部町長就任後、現在進められている「公

設民営コンビニエンスストア事業」をはじめ、

これまでに大きな事業として「駅ナカ・駅前

事業」、「精米施設事業」、そして「旧池田小学

校の人工芝設置事業」などがありましたが、

いずれの事業も十分に町民に説明され、事業

が進められてきたのか疑問が残ります。これ

は事業の進め方に問題があったのではないか

と思いますが、所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今まで十分に町民に説明がされて事業が進

められたか疑問が残ります。いずれの事業も

進め方に問題があったのではないかと思うが

所見を伺いますとのご質問でございますが。

まず、「コンビニエンスストア」でございま

すが、住民の生活環境及び利便性の向上、ま

た、道の駅の集客力向上、防災拠点施設とし

ての役割強化を目指して整備計画を策定した

次第でございます。

事前周知等につきましては、全戸配布の総

合戦略へ明記しておりますし、３月には商工

会員への説明会を行ったところでございます

が、町民の方々への丁寧な説明が不足してい

たことにより可決後ではございましたが、意

見募集を行ったり、説明会を開くなどに至っ

ている状況にございます。



次に、「若桜駅・駅ナカの施設及び駅前店舗

整備事業」については、若桜駅周辺の賑わい

創出と、交流人口の増加を目的として、令和

元年度に整備をいたしました。

事業を進めるに当たりましては、町報に掲

載するとともに、地元下町の住民の方を対象

として説明会を開催し、理解を求めるととも

に意見をお伺いしました。さらに、近隣で飲

食店を営んでおられる方々を直接訪問して事

業の概要を説明し、ご理解とご協力をいただ

くようお願いしております。

次に、「精米調整施設の整備」についてです

が、精米施設の整備につきましては、平成２

８年度に策定されました「若桜町がんばる地

域プラン」に位置づけられており、昨年９月

に完成、運用を開始したところでございます。

このプランにつきましても、町のホームペ

ージにも掲載、毎月の町報でも生産者の活動

紹介を行ってまいりました。また、建設に先

立ち、農家の実態を把握するためにアンケー

ト調査を実施し、議員の皆様のご意見も参考

にしながら、令和元年６月に生産農家の方に

整備施設の概要を案内させていただくととも

に、３日間の生産者説明会を行い、周知・意

見交換を行ったところでございます。

最後に、「旧池田小学校屋内運動場の人工芝

敷設事業」についてでございますが、悪天候

時や積雪時など、特に冬期間でも気軽に運動

ができ、また、避難所として活用できるよう

令和元年度に整備したところでございます。

この人工芝につきましては、簡単に取り外

しができるようになっておりますので、住民

の皆さんへの周知は特に行っておりませんが、

令和２年１月には完成を記念してグラウンド

ゴルフ大会を開催し、若桜町グラウンドゴル

フ協会と池田グラウンドゴルフ会員の皆様、

議会議員の皆様に人工芝を体験していただき

ました。

これまで、大規模な事業については、広報

わかさに当初予算の主要事業や計画内容につ

いて掲載することなどにより、住民の皆様に

お知らせするように心がけてきましたが、山

根議員のご指摘のとおり、周知が十分でなか

った部分があったのも事実と受け止めており

ます。

より透明でわかりやすく、住民の皆様に関

心を持っていただける行政を目指し、丁寧な

説明と周知に努めてまいりたいというふうに

思っておりますので、議員の皆様におかれま

しても、ぜひ、ご協力を賜りますようよろし

くお願いいたします。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根議員）

町長は選挙のとき、また就任されてから、

当初、町民の皆様のご意見を聞きながら、町

政を進めていきたいというふうに述べられて

いました。

これまでどのような形で町民の声を聞かれ

てきたのかお尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

ご要望がございましたら、各集落に出向い

たり、団体等々に出向いたりしながら声を聞

かせていただいたところでございますが、や

はりコロナになりまして、昨年度も実は集落

訪問を計画しておったんですけども、やはり

コロナの中でというのはございまして、それ

については、昨年度はできておりませんが、

前回も説明会のときに、ぜひ意見を聞く会を

つくってほしいという、コンビニだけではな

いんですけども、そういうことについては、

ぜひコロナの様子をみながらできるようにし

ていきたいと思っております。



議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

決して比較するわけじゃないんですけど、

前小林町長は毎月「こんにちは町長室」とい

うような形で各集落に出向いて、町民の方か

らいろいろなご意見を聞かれて、それを町政

に活かされていました。

また、時間があるときなんかは町を歩いて

人と出会い、挨拶をし、いろいろな意見を聞

くことにより、それを町政に活かされたとい

うふうに思っております。

これを矢部町長に望むものではありません

けど、矢部町長は矢部町長のやり方で町民の

意見を聞き、それを町政に活かしてやってい

きたいというふうに思って来られたんだとい

うふうに思いますけど、今現在、それが全く

見えてきません。

町長が言っておられるのは、事業に向かう

までに説明をし、意見を聞き、理解を得よう

とされていたというふうに思いますけど、ど

の事業も事業が決定してからの報告という形

になっていませんか、お尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

事業を進めるに当たりましてでございます

けども、やはり一番最初に議員さん皆さんに

説明のほうをさせていただいておると思いま

す。当然議決されないことには執行はできま

せんので、議員の皆さんに説明をさせていた

だいて、それで、それを踏まえて町民の皆さ

んに広報でお知らせしたりとか、意見を聞い

たりっていうことになるわけなんですけども。

それで、議決をするまで、本会議までに議

員の皆さんには当然定例の委員会等々で、ま

ずお話をさせていただき意見を聞く、議員の

皆さんっていうのは、やはり町民の代表でご

ざいますので、町民の代弁者でございます。

まずそこを聞いていく。そこで意見がなけれ

ば本会議に上げていく、または広報をしてい

く。

やはり執行権っていうのは町にあるんです

けども、議決権ございませんので、予算がな

いものを町民に対して無責任に提示していく

っていうのもどうかなという部分もございま

すので、そこら辺についてもっと早く、例え

ば、議会が議決しなくてもどんどん出せばい

いというんであれば、それはそれでそういう

やり方もあるかなというふうには思います。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

町長が言われるとおりだというふうに思い

ます。けど、僕は言っとるのは町民の声を聞

き、それを町政に活かすっていうような、町

長が就任されたときに言われとったことって

いうのは、もう少しちょっと滑らかといいま

すか、日頃の生活によっていろいろな町民の

声、コンビニがやっぱり若桜にあったほうが

ええなとか、いや、コンビニはいらんでとか

ね、そういうようなことで日頃から、就任さ

れてからいろいろ聞かれたのかなというふう

な疑問が残っております。

事業実施には当然総合計画や総合戦略、ま

た、各種の計画に沿ったものというふうに思

っておりますけど、これ、事業を推進する上

で大切な協議というものはなされているのか

お伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

当然、事業を進める上では話合いをした中



で進めていく、当然トップダウンでやってい

くこともあるのは当然ございますが、やはり

その財源を含め、その場所等々各担当課と話

をしながら進めていく、それを議会議員の皆

さんの前にご提案していくという流れの中で

させていただいております。

町民の意見につきましても、やはり生活の

中でというのは、当然町を歩けば必ず声をか

け合い、いろんな話をしていただきます。そ

ういうものを聞きながら、できるだけ多くの

意見を履行できるようにということは絶えず、

常々考えております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

各事業をやっぱり進めていく上では、やっ

ぱり役場を上げて対応すべきだというふうに

思います。職員の意見を踏まえて町長が決断

されるべきであって、現在、役場のほうで検

討し、また対応されているのかなというふう

にちょっと疑問が残ります。

ちょっとじっくり、役場や役場職員の中で

話し合う時間を、そういう会を取られたらな

というふうに思いますけど、町長のお考えを

伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

検討してみたいと思います。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

いずれにしても、幹部会などでしっかり課

題に対する解決策を十分に話し合うことは大

切だというふうに思います。

町長が意思決定されたことを、幹部が知ら

ないような状況にならないように、意思疎通

を図っていただいて、町のかじ取りをしっか

りお願いしたいというふうに思います。

以上で質問を終わります。

議長（川上守）

暫時休憩します。

   午前１２時１５分  休 憩

   午後 １時１５分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

一般質問を許します。６番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

傍聴席の皆さん、インターネット中継でご

視聴の皆さん、こんにちは。６番、前住孝行

です。５月３日に予定されていた若桜神社大

祭も規模縮小されたということで、朝のうち

に本殿にお参りし、八頭町の方が個人で企画

されています「若桜鉄道全駅経由 非公認ハー

フマラソン大会２０２１」に参加しました。

コロナ禍なので、ゴールデンウィークのう

ちで都合のよい日に郡家駅から各駅に立ち寄

り、若桜駅まで走るというものです。一人で

走ることになるかと思いきや、河原の方も２

人おられ、３人で走ることになりました。

郡家駅まで若桜鉄道で出て、９時半過ぎに

郡家駅をスタートしました。八頭高校前駅ま

で行くと、この大会の協力者でもあり、元担

任した児童の保護者の方とばったり会いまし

た。この時期の見所として紹介を受けた、各

駅のこいのぼりを撮影に来られていたようで

す。ほとんどの駅にこいのぼりが飾られてい

て、「鯉のまち」でもある若桜町ですので、若

桜駅にも飾るよう行動していくことをその方



に約束しました。

一緒に走る２人も、話をすれば知り合いを

通しての共通話題があり、コロナ禍において

も「人とのつながり」を実感した１日でした。

天気も良く風も清々しい中でのランニングと

なり、用呂からちょっとペースアップしまし

たけど、無事若桜駅に到着し、１２時５２分

のニュー隼号を初めて見たと言われながら、

満足した様子で帰られました。

コロナ禍で自粛、自粛と制限されることが

多いですが、心も体もリフレッシュできまし

た。やり方次第でいろんなことができること

を改めて感じさせていただきました。関係者

の方には貴重な機会を提供してくださりあり

がたく思っております。

それでは、通告させていただいています２

つの項目を順に質問させていただきます。

まずは貸店舗、コンビニエンスストア整備

事業についてです。３月議会定例会中の新聞

報道等で「スケジュール白紙」という報道が

出ました。そもそもこの事業を予算化するま

での過程で、住民説明やアンケートをするべ

きではなかったのかお尋ねします。

以上で壇上での質問は終わります。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

事業予算化までの過程で、住民説明やアン

ケートをすべきではなかったかとのご質問で

ございますが。

このたびのコンビニエンス事業の予算計上

に至るまでの経過については、住民、関係者

の皆様に対し丁寧な説明が足りていなかった

と反省するところでございます。

３月議会の山本議員への答弁でも述べまし

たが、本町へのコンビニ誘致の話が始まった

のは道の駅建設計画時でございました。以来、

コンビニ誘致の話は継続課題となっており、

平成２７年度に作成した地方創生総合戦略に

も生活環境の整備についての具体的施策とし

て「公設民営によるコンビニエンスストアの

設置」と明記され公表されておりますが、今

日まで実現できていないのが現状でございま

す。

一部の町民の方々から、町民へ全く知らさ

れずに水面下で事が決まった等のご批判をお

受けしたところでございますが、地方創生総

合戦略は全戸配布させていただいております

し、議会の皆様をはじめ、町民の皆様にはご

承知いただいていることであると思っており

ます。

このたびの公設民営でのコンビニ誘致は、

突然ゼロから沸き起こった案件というわけで

はなく、町として継続して事業化に向けた調

整を行ってまいった事業であることはご理解

いただければと思います。

したがって、このたびの予算計上までには、

大手コンビニ２社からの条件確認、国交省、

農林水産省等との様々な調整を経ての予算化

であり、出そろった条件に基づいて機を捉え

て予算化を行ったつもりでありましたが、こ

のような事態となってしまったというのが率

直な感想でございます。

このことを教訓として、議会の皆様のご協

力も得ながら、町民の皆様への施策の伝え方

等を再検討し、分かりやすい開かれた町政を

実現してまいりたいと考えております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

総合戦略等にも記載はありましたけど、「公

設」でというようなことではなくて、「誘致」

っていう話では、多分みんなも周知はしとっ

たと思うんですけど、そこら辺のところはも

う急だったんじゃないかなというふうに思っ

ております。



それで、まず、この事業ですけど、町長の

トップダウンで行っているのか、ボトムアッ

プで行われているのかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほども答弁さしていただきましたけども、

継続事業としてずっとすることができなくて

今まで来ておったと経過がございます。それ

を今回予算化したということでございます。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

ということは、ボトムアップということに

なるんでしょうかね、それで、よろしいんで

すか。はい。ここまでボトムアップで来られ

たということなので、ちょっとまた話は、僕

は変わってくるんですけど、てっきりトップ

ダウンかなというふうに思っていました。

それで、副町長はよくご存じだと思われま

すけど、県などの大型事業等々は、初年度は

説明会や設計までで、また、次年度に本工事

をするというような多分やり方でやっていく

と思うんですけど、ここまでこのコロナ禍で

この事業を急ぐ理由はありますか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今の質問についてでございますけども、ど

の段階での話でございましょうか。今現在は

白紙に戻すということで、スケジュールを全

て白紙に戻した状態で再スタートを切ってお

るということですよね、それはご理解いただ

けますよね。

議長（川上守）

反問、もしあれだったら反問で。

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

では、次の質問に多分関わりそうなので次

に行きます。５月１２日期限の町民からの意

見収集が行われまして７９件の意見があり、

賛成と思われるのが１７件、反対が３８件、

どちらとも言えないのが２４件ということだ

ったということです。

また、６月６日には住民説明会が行われま

した。現時点での全体の事業スケジュールは

どうなっているのかお尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

現時点での事業スケジュールはとのご質問

でございますけども、町民の皆さんへの丁寧

なご説明という点では、６月６日の説明会が

スタートであるというふうに考えております。

当日お配りしました説明会資料及び意見交

換内容等につきましても、整理ができ次第、

議員の皆さんにご説明させていただき、ご意

見を伺っていきたいというふうに思いまして、

併せて町のホームページでの公開も予定して

おりますし、広報わかさでは、皆様からいた

だいたご意見も含めて、意見交換で交わされ

た議論の概要もお伝えしていきたいというふ

うに考えております。

また、今回の補正予算としてアンケート調

査費を計上させいただいておりますが、現時

点で事業着手等のスケジュールを想定してい

るものではなく、まずは、引き続き町民の皆

さんのご理解を得る努力と、民意の把握に努

めてまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。



議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

良かったです。僕の想定の答えで良かった

です。今、本当にこの予算審査でもいろいろ

意見があったりして、町民の理解あっての予

算承認っていうことになったというふうに思

っております。

それで、ここまで来とりまして、立ち止ま

って住民理解をされようとする姿というのは、

私自身も大いに評価しておりますので、この

ように進めていってほしいなというふうに思

うんですが、先ほどアンケート実施とまた住

民説明、その意見交換のホームページ掲載と

いうようなことを言われましたけど、この辺

はまだすぐにはなかなか難しいと思うんです

けど、いつ頃にそれをされるのか、まず、は

い、お願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほど申しましたとおり、出来次第、議員

の皆さんにご説明をさせていただきたいと、

期日についてはできるだけ早くとしかちょっ

と今は言えませんけど、町の広報わかさにつ

いては今月末の７月号はちょっと間に合わな

いですね、次の号になるというふうに思いま

す。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

本当に丁寧にしていただけることを願って

おります。それで、その予算審査の前ですけ

ど、商工会との意見交換もされたということ

で、商工会員も町民だからということで。こ

の間の常任委員会等でもちょっと商工会での

説明会は考えてないというふうな答弁をいた

だいておりますけど、それには変わりはあり

ませんか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

また町民の皆さんの意見をお聞きするとい

うことで、再スタートを切っておりますので、

必要があればさせていただきたいというふう

に思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

ちょっと突っ込んで質問をするかもしれま

せんけど、私自身もその６月６日の説明会に

参加させていただきまして、町民の方から

様々な意見をいただいたんじゃないかなとい

うふうに思います。

その中で、ちょっと気になる点が何点かあ

りまして聞かせていただきたいんですけど、

まずはそのコンビニに赤字補填はしないとい

うことを言われました。それで、まず、その

意見交換の中で、事業団のほうは１００万円

だかの純利益の損失があるというふうことも、

その意見交換の中であったですけど、これま

では、あのアンケートの中にも商店への影響

は限定的であるというふうに書いてあったん

ですけど、その辺りの説明が僕にはちょっと

ようできんのですけど、どういうふうに説明

すればいいのかお尋ねします。

議長（川上守）

今は２番でスケジュールのことを聞いてい

るんであって。



説明会のときの内容に突っ込んだ話という

のは少しずれてくるんかなと思うんで、質問

を変えてください。

議員（前住孝行）

質問を変える。はい。ではいいです。じゃ

あ、結構飛びます。じゃあ、その辺はまだ多

分説明されてないので、また住民説明のとき

にしっかり説明していただけたらというふう

に思います。

スケジュールからの、では、ちょっとこれ

もずれるんかな、この６月定例会で、そのア

ンケートの予算は出て、あるんですけど、そ

の説明会の中に過疎債の話が出てくるんです。

それで、３月に確かに常任委員会で過疎債で

対応するというのはちょっと町長の口から言

われたのは分かるんですけど、だけど、全然

補正予算にも上がってないし、計画にも載っ

てないし、何かそこら辺、何か住民にはそれ

で説明しとるけど、議会には結局、ちょっと

した説明だけで、６月補正には上がってない

という、この辺がちょっと矛盾したとこもあ

るんですけど、この辺は質問にはならんです

か、関連したスケジュール的なことにはなら

んですか。

議長（川上守）

予算に関わる。町長、答弁できる。

町長（矢部康樹）

いいですよ。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

基金から過疎債に財源を変えたということ、

その説明も先ほどもずっとさせていただいた

んですけども、新過疎法が今年度から運用さ

れることに伴いまして、過疎計画を町がつく

り直さないと、この話は前もしたんですけど、

つくり直さないといけないと、その中にこれ

を入れていくということで、その過疎債につ

いては、この６月補正で上げなくても３月ま

での間に上げれば、財源としては対応できる

ということ、いつの時期に上げるかちょっと

まだ相談してないですけども、今年度中にと

いうふうには思っております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

ちょっとそこら辺が議会に説明というとこ

ろの辺があったにはあったんですけど、６月

補正には上がってないので、ちょっとどうか

なというふうに思わせていただきました。

では、次の質問に移ります。５月２８日の

施設整備調査特別委員会において、住民１,

０００名を無作為に抽出したアンケートを実

施予定されるという説明を受けました。本議

会の補正予算で計上されています。このアン

ケート結果をどのように活用されようとされ

ているのかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

アンケート結果をどのように活用されるの

かとのご質問でございますけども、アンケー

トについては、コンビニ誘致について単純な

賛否のみを問うものではなく、賛成であれば

必要とされる理由や、どのような事業展開を

望まれるのか、反対であれば不必要とされる

理由や、どのような対案が考えられるのかな

ど、今後の施策に活用できる内容で考えてみ

たいというふうに思っております。

また、反対が何割なら事業を中止するのか

等のご質問が多数寄せられておりますが、単



純に数だけで判断する性質の事業ではないと

考えております。

町が提案する事業内容に対し、コンビニ誘

致について危惧される方々のご意見もしっか

りとお示しした上でアンケートを行い、やは

り必要ないとされる方々のご意見、本当にコ

ンビニを必要とされる方のご意見をしっかり

把握して、町としての方針を決定する根拠資

料として活用させていただきたいというふう

に思っています。

また、議会の中でも内容をご覧いただき、

精査していただいて、そして町民の意見を集

約していただいた上で、一緒にご協議させて

いただければというふうに思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

年代別で賛否を問うというようなことで、

単純に賛否ではなくて、理由等々を検討して

いくということでした。それで、そのまた説

明の中で買い物支援についてとか、何か防災

についてとかいうことも出てくるのかなと思

ったり、先ほど午前中の山根議員とのやり取

りの中で、その他課との連携とか、また、幹

部会でどのようにそういったことは、話し合

われていくかということもあるんかなという

ふうに思います。

何かこれ、賑わい創出課の事業なんでしょ

うけど、何かちょっと広がっているような気

がしておりまして、またその辺も踏まえて幹

部会とかでも話し合っていただけたらなと思

いますので、そのアンケートを実施するまで

とか、実施した後の考え方とかということも

町長か、副町長かリーダーとなって話し合っ

ていただけたらなというふうに思います。

それで、提案なんですけど、賑わい創出課

の事業ということで、説明会の中では月４５

万円の売上がないとやっぱりなかなか経営が

できんということをコンビニの方が言ってお

られて、それで１,０００人のアンケートなん

ですけど、実際に、「もしできたときに月この

コンビニに幾ら使うか」ぐらいなこととかを

尋ねれば、どれぐらい使うか、掛ける３をし

たら町民の利用の実態がある程度分かると思

いますし、それにプラス観光客が来ると思う

んですけど、それもちょっと今の時点ではな

かなか想定、難しいんでしょうけど、町で建

てるということですので、町民がどれぐらい

使うのかというのがそれでも分かっているん

じゃないかなというふうに思いますので、町

民がこのコンビニができたら１か月幾らぐら

い使うのかというような調査項目を入れては

と思いますが、どうでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

アンケート内容についてのご質問でござい

ますけども、ご説明と言いながら、建てるの

は町でございますが、経営内部の設営だった

り、経営についてはその業者が行っていくと

いうことで、経営責任は町が持つことはござ

いませんが、そのアンケート内容については

ちょっと検討させていただきたいと思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

はじめに答弁の中でちょっとあったかもし

れませんけど、やっぱりこのアフターコロナ、

賑わい創出ということに関して、今これアン

ケートするので、アフターコロナで、本町の

「にぎわい」を取り戻すのに必要なことって

いう質問もされては、というふうに想定しと

ったんですけど、先ほどの町長の答弁の中に

ありましたかね。



何か対案を示すみたいなことはあったかも

しれませんけど、そういったこともやれば、

本町の「にぎわい」も取り戻すために必要な

ことみたいなことの項目も上げられれば、今

後、雑談で町長と話をした中之島周辺の・・・、

みたいなことも出てくるじゃないかなという

ふうに思いますので、そういったことも踏ま

えて項目を考えていただけたらなというふう

に思います。

説明会でのちょっと突っ込んだ質問はされ

ないというふうに言われましたので、結構飛

んでしまいましたけど、本当にこの件は、私

も議員として、本当に考えさせられた事業で

あります。このことを考えれば考えるほど口

内炎ができたり、寝られんかったり、本当に

体調にも精神的にも支障を来す症状が現れて

きています。私でさえこうなので町長はもっ

とじゃないかなとふうに思います。

これからもアンケート結果を踏まえた住民

説明会をされるということで、こういった丁

寧な事業執行に安心していますが、ここまで

町民に行動を起こさせた事業というのは、私

が議員になって、１２年間で初めてです。中

尾議員は「凍結」という言葉を出されました

が、町長の英断を期待しとります。

では、次の質問に移ります。２、避難情報

の基準についてです。

災害対策基本法、本年５月２０日施行が改

正され、市町村が避難情報の発令基準等を検

討・修正するよう、これまでの「避難勧告等

に関するガイドライン」から、「避難情報に関

するガイドライン」と名称が変更されました。

例えば、時間雨量が幾らになったら警報レ

ベル３の高齢者等避難を出すとか、総雨量が

幾らになったら避難指示を出す、などといっ

た数値基準を設ければ、避難情報を待たずに

自主避難されることがあると考えますが、本

町でのこの改正を踏まえてのどのような変更

されたのかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

本年５月２０日に施行された災害対策基本

法の改正を踏まえ、本町における避難情報発

令基準をどのように変更したのかとのご質問

でございますが。

災害対策基本法の一部を改正する法律が本

年５月１０日に公布され、同月２０日に施行、

同日以降に発令される警戒レベル３以上に係

る避難情報等の名称を変更されました。

レベル３の「避難準備・高齢者等避難開始」

は「高齢者等避難」に、レベル４の「避難勧

告及び避難指示」にあっては避難勧告が廃止

され「避難指示」に、レベル５の「災害発生

情報」は「緊急安全確保」にそれぞれ改称さ

れております。

これは、曖昧だった表現をより分かりやす

い表現とすることで避難を促し、逃げ遅れに

よる人的被害をなくそうとするものであると

認識しております。なお、基本的に発令基準

についての変更はありませんが、従前の避難

勧告の段階で避難指示を発令することになり

ます。

議員ご提案の自主避難を促すための数値基

準についてでございますが、総雨量、時間雨

量、土壌雨量指数などの様々な気象要件だけ

でなく、地理的要件なども加味する必要があ

り、一律の基準設定は困難であると考えてお

ります。

なお、住民自らが避難行動につなげる取組

として、鳥取県では「避難スイッチモデル事

業」というものがありまして、それを実施し

ております。これは、自治会などを範囲とし

て、過去の経験を基に、災害発生の予兆など

を話合い、避難行動を開始するきっかけとす

る目安を住民自らが決める取組のことで、本

町では昨年度、３つの自治会に取り組んでい

ただいております。



このような機会を積極的にご活用いただき、

自主防災の輪を拡げ、災害に強い、災害に負

けないまちづくりにご協力をお願いしたいと

考えております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

この情報の基準の変更についてということ

でチラシ等配られておって、ほかの他町のや

つを見てもやっぱり同じようなチラシをホー

ムページに掲載とかいうことであるんですけ

ど、やっぱりそれじゃあなかなか自主避難に

はつながらんのじゃないかなというふうに思

います。

それで、ちょっと調べてみまして、平成１

９年の８月、諸鹿とか角谷の大雨のときです

けど、あれは時間雨量８６ミリというような

ことだったと思います。それは時間雨量で書

いてあったのでそこまでしか分からないんで

すけど、平成３０年の７月豪雨は、これは総

雨量が４４７ミリ、これは３日間での総雨量。

それで、落折は時間雨量４９ミリだったとい

うことでした。

それで、こういったことがある程度、じっ

くり調べている人は多分調べて、これぐらい

降ったらやばいなというのは分かると思うん

ですけど、なかなかこのチラシに結びつかな

いというような気がしておりまして、こうい

ったチラシも大事なんですけども、警戒レベ

ルの１から５まであるところに、何か、諸鹿、

角谷の辺に時間雨量８８ミリ降ったらあれぐ

らいになりましたよ、みたいなことがあれば、

ちょっとこれは避難せないけんなというふう

に思ったりもするんじゃないかなと。その時

間雨量をただ何ぼと言われても、ピンと来な

いんじゃないかなというふうに思って、ちょ

っと町なりの工夫をしてはどうかなというふ

うに思ったところです。

それで、午前中の山根議員の質問でもあり

ましたけど、本当、局所で降るんですよね。

僕も火曜日か、火曜日夕方ちょっと走ったん

ですけど、その𣇃米の影響で、ダムの放流で

𣇃米川はだあだあ流れて、大炊橋のところで

写真を撮っている人もおられました。片や、

神直のあの橋のところに行ったら、もう２人

ぐらい釣りをしているんですよ。

もう、だけ、それぐらい本当に全然、あれ

はダムを放流したからかもしれませんけども、

そういった感じで全然場所によっては全然違

ってくるというようなところもありますので、

避難せないけんでと言わんといけんかったん

かもしれませんけど、それぐらい場所によっ

て変わってくるこういった雨量になっており

ますので、何かそういったことが分かるよう

な、自主避難を促すように工夫していただけ

たらなというふうに思っておりますけど、町

長、その辺りはどうでしょう。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほど前住議員が言われました数値化とい

うのは、確かに一番数字というのは目で見れ

ばわかりやすいというふうに思いますが、先

ほど説明の中にもございましたけど、今の雨

の降り方が局地的な雨でございまして、若桜

町全域に同じ量が降るというような状況にな

っておりません。

ただ、先般も若桜町に警報も出ましたけど

も、あのときも降ったのは諸鹿と𣇃米と落折

と、あと吉川が少し、それで三倉の谷から糸

白見の谷、この若桜の宿内はほぼ雨が降って

いないと。ああいうことがこれからも十分起

こり得るんじゃないかなというふうに思いま

す。

それで、先ほど説明させていただきました

地域集落ごとに、やはり対策を話し合ってい



ただくということをやっていただくことが必

要だなという、それが先ほどの避難スイッチ

のモデル事業でございまして、前住議員が言

われた、過去の１時間雨量がこんだけあった

ときはこうだったでというのはやはり地域の

人が一番よくご存じでございます。

だから、先ほど出た、諸鹿が８６ミリ降っ

たときはこうだった。だったら６０ミリにな

ったら危ないからここに避難せないけんなと

か、そのときはみんなこういうふうに声掛け

ながら行けばなと、そういうのをぜひ、集落

ごとでまずやっていただきたい。

それしか、今、数値化と言っても、何回も

言いますけど、若桜町全域の数値化をしても

全く意味がないんで、やるんであれば各集落

ごとの数値化というものができるんであれば、

そういうことをまた県のほうに相談させてい

ただきたいというふうに思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

午前中も山根議員が𣇃米は５２ミリって言

われたかな、と言って僕も調べたんですけど、

僕が調べたの、２０ミリぐらいしか出てなく

て、やっぱり見とるサイト、によって全然違

ったりもしとったので、その辺もいい情報提

供できるやつがあればしていってほしいなと

いうふうに思いますし、次と関連するので次

に行きます。

改正後は「避難勧告」という言葉が廃止さ

れ、「避難指示」に一本化されました。言葉

の上での分かりづらさというのは解消されま

したが、こうした変更内容をどのように町民

へ周知し、避難行動につなげていかれるのか

お尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

法改正に伴う変更内容をどのように周知し、

避難行動につなげていくのかとのご質問でご

ざいますが。

先ほどのご質問に対する答弁の冒頭でも申

し上げましたが、このたびの改正法は５月１

０日公布、同月２０日施行と公布から施行ま

での期間が短く、十分な周知期間をとること

ができませんでしたが、取水期直前の時期で

もあり、早急にお知らせする必要があると考

え、施行日当日、ＩＰ告知によりお知らせを

させていただきました。

なお、全国ネットのニュースや報道番組な

どにおいて放送されているいかものと周知し

ており、皆様も一度は目にされたのではない

かなと思います。また、５月下旬に発行され

た広報わかさに、国が作成したチラシを挟み

込み、全戸配布もいたしました。さらに、先

日、町ホームページにも改正内容について掲

載いたしましたので、併せてご確認いただき

たいというふうに思います。

なお、台風や大雨など気象警報が発令され、

災害が発生する危険性があるときは、テレビ

やラジオなどにより最新の情報にご注意いた

だきますとともに、本町といたしましても、

空振りを恐れず、早めの避難情報等を発令し

ていきたいと考えておりますので、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

チラシ僕も、ちょうど通告した後に若葉団

地は回ってきたので、確認させていただいて

おります。ＩＰのほうにも入っているのも確

認していますし、６月７日にホームページも

更新されていて、３項目のことでチラシ等、

このチラシとか、「避難行動判断フロー」と



か、「コロナ禍における災害の避難について」

というようなことも確認させていただいてお

りますけど、ホームページ、なかなか見る方

も少ないということもありますが、こういっ

たところから広げていっていただいて、先ほ

ど言われました避難スイッチのところも広げ

ていっていただければというふうに思います。

それで、その避難スイッチも新聞ではじめ

知ったんかな。若桜町がやっているというこ

とでどんなもんか聞かないといけんなと思っ

たんですけど、先ほどの説明でも分かりまし

たし、新聞等でもそういうもんなんだという

のは分かったんですけど、それをするにして

もやっぱり「人」ですよね、のことがあるん

かなというふうに思います。

それで、そういった自主防災組織の推進と

いうことでもやっていって、若葉団地もつく

ったのはつくったんですけど、リーダーが変

わるとなかなか難しいっていうところがあっ

て、僕もそこを考えて、調べていくと「防災

士」ですか。それで、たまたまテレビで岡山

の被災された方が、家族で防災士資格を取り

に行って、小学校の子でも取れているという

ようなことがあったりもしましたし、鳥取県

ではどうなんだろうな、その「防災士」って

調べたら、「地域防災リーダースキルアップ

研修」というのがあって、そういった防災士

の資格取得のところを調べていくと、消防団

員は免除されるというようなことがあって、

こういうのでそういった人、今は消防団員は

現場にまず出んといけんのかもしれませんけ

ど、退職される方は何人かあったりもすると

思いますので、そういった方々にそういった

資格を取ってもらって、各地域のリーダーに

なってもらってはと思ったりもするんですけ

ど、その辺りについてはどうでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

前住議員がおっしゃるとおり、若桜町の場

合、高齢化してまいっております。そういう

中で、地域自主防災組織もなかなか運営でき

なくなってきている現状もございます。

やはりその地域に、一番いいのはどの集落

にもリーダーがおられるというのが一番理想

的だというふうに思いますが、できるだけ一

人でも多くの防災士、リーダーになり得る人

の養成というのは、町としても取り組んでま

いりたいというふうに思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

前向きな答弁ありがとうございます。本当、

資格取得の費用は、防災士教本代が３,５００

円、防災士の認定登録料が５,０００円で８,

５００円だそうですんで、そんなごっついか

からんと思いますし、そういった「人」の研

修ですので、そんなにかからんけど、有益な

事業になるんじゃないかなと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。

ちょっと大分聞きたかったことが抜けてし

まいましたけども、矢部町長になって様々な

分野での一般質問をさせていただき、かなり

意見は受け入れていただけているという感じ

を受けております。「事業継承」のことや「人

材育成事業の対象者の拡大」、また、「コロ

ナ禍での障がい者支援」など、もうたくさん

ありますが、課題意識を共有できて具体的に

事業へと生かしてくださっております。

本年度の注目事業、「貸店舗整備事業」に

ついては、町民だけでなく、他町の議員さん

からも注目されております。私の周辺の方は

「大体議会が予算認めるけえだがな、何しよ

るだいや、役に立たんな。」です。今のまま

進むと、貸店舗事業に参入したかった方も名

前を上げにくい状況ではないかなというふう



に思います。一度、建設予算を取り下げて今

年度は住民の理解を得ることに全力を尽くす

ことを徹底していただければと考えます。

町長の耳にも入っていると思いますが、来

年度は町内の民間組織に大きな動きがあると

私自身聞いております。そういったところと

も連携すればいいんではないかなというふう

に思っております。

人口も３,０００人を切ろうとしておりま

す。こんな小さな町で分断している場合では

ありません。みんなが一致団結してよりよい

町、若桜町にしていくために一歩とどまるこ

とも必要だと考えます。

何度も申しますが町長の英断に期待します。

終わります。

議長（川上守）

続いて一般質問を許します。４番、山本安

雄議員。

議員（山本安雄）

皆さんこんにちは。４番、山本安雄です。

今年の梅雨入りは例年よりも早く梅雨に入っ

て、予想では期間も長いということのようで

ございます。近年の異常気象も多く発生して

いまして、特に農作物の影響、それから突然

の雨、先ほども一般質問の中でもありました

けれども、突然の雨、部分的に雨が降るとい

うようなことによって、いわゆる川下の方が

前兆なく被災されるというようなことがない

ように願っておるところです。

異常気象の要因につきましては、近年、新

聞・テレビ等の報道で地球温暖化が考えられ

ております。政府は温暖化対策に向けて温室

効果ガスの排出実質ゼロとする脱炭素化に向

けて取り組み、再生可能エネルギーの導入だ

とか、建築物の省エネなどを進める方針との

報道も出ています。我々も節電など省エネに

協力しなければならない、身近なところから

協力をしていく必要があるのではないかと認

識しております。

コンビニエンスストア建設については、３

月定例会で一般質問を行ないました。定例会

で予算は可決いたしましたが、その後のスケ

ジュールの見直し、住民説明会を開催すると

町長表明され、また、町民への意見募集をさ

れました。

この意見に対しては６月６日に事業説明会

を開催され、私はその事業を進め、利用効果

をしっかり上げるということは、やはり町民

の皆さんの理解がなければ、効果も上がらな

いことだとそう思っております。

議決したとはいえ、今後の利用効果を上げ

るために何が必要なのかということで、議員

としての務めと判断して、この６日の説明会

に参加いたしました。先ほど前住議員からも

ありました議会、議員に対しても本当に厳し

い意見がございました。

今回、このたびの一般質問通告しましたの

は６月２日でございまして、その後の説明会

ということなので、通告内容と非常に重複す

る部分もあったりするかとは思いますが、な

るべく要点を絞って説明をしていきたいと思

います。

それでは通告をしております質問へ入りま

す。令和３年３月定例会での一般質問におい

て、「本町コンビニ設置について、最初に検討

しましたのは、道の駅建設計画時でございま

した。その当時も必要性の是非について様々

な意見があり、当時の町内情勢等総合的に勘

案し、最終的にはその時点で整備を見送られ

た経緯があったと記憶しております。」との答

弁でございました。どのような意見があって

見送られたのかお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

道の駅建設時の計画時にどのような意見が



あり、コンビニ設置を見送られたのかとのご

質問でございますが。

道の駅建設時、近隣市町にコンビニエンス

ストアが参入し始めている時期であり、実際

に他県のコンビニ併設の道の駅の指定管理を

受託している業者から、本町の道の駅の指定

管理に興味を示す問合せを受け、担当課内で

も道の駅とコンビ二の併設を検討した経過が

ございます。

しかしながら、当町の道の駅の指定管理者

公募の際には、その業者からの応募はなく、

その後はコンビ二併設にこだわることなく、

まずは道の駅のオープンに向けた準備を進め

たと記憶しております。なお、その当時の記

録は探しましたが残っておりませんでした。

当時の担当課の職員からの聞き取りで答弁を

させていただきました。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

当時の詳しい資料はないというようなこと

で、応募がなかったのでそのままコンビ二じ

ゃなくて、今の道の駅のままで進んだという

ことだったと思いますが、それが先ほどの資

料がないということになるのかもしれません

が、このたび計画されたっていうことは、町

内情勢がそのときと比べて何かしら変わった

という認識をお持ちの中で、このたびの計画

だったのかお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

コンビ二につきましては先ほど申しました

ように、道の駅、当時にはコンビ二の関係者

がご協力できないというか、応募がなかった

というようなことがございましたが、やはり

コンビ二をつくるに当たりまして、コンビ二

をつくるためのいろいろな条件、要件がござ

います。それで、あるコンビ二のチェーン事

業者であったり、その経営者であったり、そ

ういう関係の中で、できるかできないかをコ

ンビ二業者が判断をしていただく中で、今で

あれば可能ではないかというようなことでご

ざいましたので、計画として上げさせていた

だいたところでございます。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

あまりこの件でとは思っとるんですけども、

今であればコンビ二業者としては、設置する

時期としてはいい時期だったという、そうい

う言葉をいただいて今回計画されたというよ

うなことですが、冒頭の挨拶でも申しました

けども、町民、理解して効果がなかなか上が

らんということも述べましたけども、ここの

判断のところには前住議員の答弁でもあった

と思いますけど、町民の理解ということは総

合計画に載って、それを町民に示したという

ことということだけじゃないと思うんですが。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

総合戦略を作成するに当たりまして、当然

町民から、代表の皆さん出ていただいて協議

をさせていただきました。

それで、その中にそれが掲載してあるわけ

ですけど、これについても議会のほうにも総

合戦略の中身についての説明のほうもさせて

いただいております。

議長（川上守）

山本安雄議員。



議員（山本安雄）

この件につきましては議会も承認、総合計

画もそうですし、予算もそうです。と言いな

がら、こうやっていろんな意見が出てきてお

るところです。これは先ほどの説明会でも、

議会議員に対するいろんな意見があったとい

うことにも通ずるわけですけれども、結果的

に、そのスケジュール白紙ということで説明

をしていく、という町長が力強く発言されて

おるということを踏まえまして、２番目の質

問に入りたいと思います。

町民との意見交換を経て、コンビニエンス

ストアの建設をするということになった場合、

どの段階で意見交換が、なったかという判断

は非常に、理解が得られたという判断は非常

に難しいとは思いますが、そこまでの通告し

てないんで。

公募、事業者は公募により決定すると説明

を受けたところですけれども、公募はどのよ

うな基準、公募に付するについて基準なり条

件なりというものは想定していらっしゃると

は思うんですけれども、どのような基準を設

けて公募される予定なのかお伺いをいたしま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

管理運営する事業者の公募基準についての

ご質問でございますけども。

ご質問内容について、誤解のないように、

まず整理をさせていただきたいと思います。

まず、これまで委員会等でもご説明をさせ

ていただいてきたとおり、建物は賃貸物件と

して整備を計画しているものであり、コンビ

ニエンスストア全てを建設するものではござ

いません。

また、指定管理制度とは異なり、貸店舗を

借りて使用していただける人と貸借契約を締

結するものであり、管理運営を求めるもので

はございませんのでご承知願いたいと思いま

す。

ご質問の件でございますけども、公募基準

の詳細を公募前に公表することは、応募者に

対する公平性の観点から控えさせていただき

ますが、応募条件の基本的な考え方として、

税の滞納がないとか、暴力団関係者じゃない

等の一般的要件を満たす個人又は法人として、

その方々に企画書を作成していただいて、提

出いただくような形になると思います。

まだ詳細については、まだ内容検討はして

おりません。いずれにいたしましても、当事

者は皆様から多くのご意見をいただいて、ス

ケジュールを見直しているところでございま

すので、現在は公募条件を確定させているも

のは全くございませんので、これまでいただ

いている様々なご意見を参考に、最終的な公

募条件というものを考えていきたいというふ

うに思っているところでございます。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

賃貸借によるところではあるんだけども、

一般的な条件以外のところの条件については、

スケジュールと併せて、まだ細かい検討はさ

れてないというようなことではありますが、

その賃貸借契約がまだで、それから公募条件

は決定しても事前に公開することはちょっと

控えたいということもありましたけれども、

１つずつ、ちょっと確認したいんですけれど

も、契約の条件、いわゆる公募の条件は、事

前には公表しないっていう、さっきそうおっ

しゃったと思うんですけど、その意図がちょ

っとよく分からん。

議長（川上守）



答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

公募基準、公募前の公表でございますけど

も、一般、その部分部分に公表していくとい

う意味ではなく、当然、町議会議員の皆さん

にはご協議をいただくためには、内容見てい

ただくんですけども、それを外部に出してい

くというのは一斉に出したいと。

分かります、言ようることが、すいません。

そういうことですんで。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

一斉にというところですね。はい。承知し

ました。一斉に、私は一斉になるべく早くと

いうことのほうが公平・公正だというふうに、

私は、判断はしておるところですが。

賃貸借契約ということをおっしゃったとこ

ろですけれども、これ、次の質問になっちゃ

ったな。この建設されたものというのは、町

の財産としては普通財産に該当するというふ

うに認識しておりますけど、町長、どのよう

な。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

山本議員おっしゃるとおり、普通財産とし

て扱います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

説明会では、期間は１０年ということで、

６月６日の住民説明会のときには、そうおっ

しゃっていたと思うんですけれども、普通財

産を一般の方に貸付けする場合というのは、

何か制限があったような気がするんですけれ

ども、全然問題ないことなんでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

総務課長のほうに答弁させます。

議長（川上守）

はい、総務課長。

総務課長（藤原祐二）

すいません。普通財産を貸付けるのに問題

があるかというお話だと思いますけども、逆

に、行政財産のほうを貸付けることのほうが

問題ではあるのかなというふうには考えてお

ります。

ただ、そういったことで、ちょっと今手元

に資料がないのであれなんですけども、行政

財産には貸付期間がちょっと短期であったと

思いますし、普通財産ですと、長いものだと

１０年、２０年単位の貸付けが可能であると

いうふうには考えております。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

普通財産の貸付けについては、普通財産と

いうからには無償の貸付けということはない

とは思っていますが、賃貸契約ということも、

さっき町長おっしゃっていたんですけど、そ

の辺りのことの検討はどうされていますか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。



町長（矢部康樹）

賃貸借契約で考えております。ただ、まだ

金額のほうについては、まだこれから検討し

てまいりたいというふうに思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

普通財産の貸付けについては、一般的にネ

ットなんかで調べてみるのに、町の歳入を期

待する部分もあったりとか、ちゅうようなこ

ともネットで見るとあったりするわけですけ

れども、いずれにしても、これも減価償却を

していかないといかんというようなものだろ

うと思っておるところで、その辺も踏まえた

ところで賃貸金額ですね、検討していただけ

るのかなと思ったりはしていますけども、具

体的に考えがあれば。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほども申しましたように、まだ現在はそ

ういう金額はありません。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

ほかに細かい応募条件を考えておられるか

どうか、ちょっと分からんですけれども、説

明会の中で、条件、１０年契約としながらも、

毎年諸条件は見直しというようなことも書い

てあったとは思うんですけれども、その辺り

もやはり応募条件の中で検討されていくこと

なんでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

条件の中でそこら辺の点については検討し

て明記していきたいというふうに思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

契約していながら、その中身が年々変わっ

てくるというところには少し違和感があると

ころですけれども、その辺もいずれにしても

町民理解が得られるような形を取っていただ

きたいと思います。

次の質問に移ります。業者選定については

委員会を設置して選考するとのことですけど

も、今委員の人数だとか、例えば指定管理者

の場合は委員会を設けて、例えば町長が委員

長とか、副町長がっていうようなことがある

わけですけれども、具体的にはどのような形

で考えていらっしゃいますか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

業者選定する委員会の委員数、選考基準に

ついてのご質問でございますが、先ほどの答

弁と重複いたしますが、選考基準の詳細を審

査前に公表はしないということです。また、

現段階で審査委員の人数や選考基準は確定さ

せているものではありません、まだ。

その上で、基本的な考え方として、小売や

ＡＴＭ、各種支払い、宅配便の受発送等の一

般的なコンビ二機能全般は応募の最低条件に

はなりますけども、最低条件プラスアルファ

の企画部分が審査対象になるんじゃないかな

というふうに今考えております。

例えば、商品の宅配サービスの可否や収め



られる賃料の額、防災面等の協力可能な範囲、

内容、その他展開可能なサービス、あと地域

貢献への考え方などを競って企画提案してい

ただき、その各事業者独自の企画内容を採点

方式で審査して選考させていただくというよ

うな流れになるんじゃないかなというふうに

思います。

先ほどの公募条件と同じく、これまでにい

ただいている様々なご意見などを参考に、最

終的に参考基準を設定していきたいというふ

うに考えております。

そして最低得点をクリアした応募者の中で、

若桜町にとっても、若桜町民にとっても一番

有利な条件をご提示いただいた事業者を賃貸

借候補者として選考をさせていただき、契約

協議に移っていきたいというふうに思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

選考される委員の人数等々、まだ詳しくは

決めてないということですが、入っていただ

くコンビ二の方に求める業務内容というのは、

支払い関係だとか、宅配だとか、いろいろお

っしゃっていましたけれども、そういう機能

を持って入っていただくことに対して、例え

ば選定される委員の方は誰ということではな

くって、町内の事業者だとか、高齢者の方だ

とかっていうの、そういう幅広い分野で、い

わゆる町内の同業者であっていいと思います。

利用者でもあっていいと思いますし、そうい

う形で広く、広いいろんな分野から選定とい

うか、選定委員ですか、なっていただくこと

が望ましい、どんどん使っていただけるコン

ビニになるためにはそういう方を選定するほ

うが望ましいと思いますけども、その辺のと

ころはまだ考えていらっしゃいませんか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

委員会の委員の選定方法について、今、ご

提案いただいたんですけど、先ほど申しまし

たように、委員の委員数であったり、どうい

う方を選ぶのかというのはまだ決めておりま

せんので、先ほどいただきましたご意見、広

い分野での選定という部分については、参考

にさせていただいて、選考委員のほう選ばし

ていただきたいというふうに思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

以前、指定管理者の公募のときに、選考委

員が何人かおられて、選考結果として点数制

で、業者名はなかったんですけれども、そう

いうようなことを議会の中では見させていた

だいたということではありますけれども、有

利な業者に、有益なというかね、検討した結

果、有益なというかね、そういう業者を選定

していくということですけど、その辺は選考

項目の中でいろいろ検討されることだろうと

思いますけれども。

それは先ほどした、委員の方々とその項目

ですね、どんな項目で選定していくんだとい

うようなことは、事前にこんな項目でやろう

というようなことは、スケジュールの中でど

ちらが先かということだと思うんですけれど

も、どのようにお考えですか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

選考委員さんの選考基準の目合わせですね。

これは当然必要なことだというふうに思いま

すので、選考委員さんを決めましたら集まっ



ていただいて、こういう基準で選考してくだ

さいということはやる必要があると。

やっぱり、どこを見ていくのかというのは、

人によってやっぱり違う部分はあるかとは思

いますけども、やはり目合わせだけはやって

おく必要があるというふうに思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

ぜひ、今日の朝からのそれぞれの方の一般

質問の中でも、公平・公正でというような話

もいっぱい出てきたわけですけれども、ぜひ

公平・公平な形でやっていただきたいと思い

ます。

続きまして４番目の質問に行きます。建設

後、公設民営という形での効果、コンビニエ

ンスストアが誘致されたことによっての効果

ということとは少し違うと思うんですけども、

公設民営での効果っていうのは、予算的なこ

ととか、コンビ二がなかなか来てくれないか

ら公設でしたということでの公設ということ

ですか、確認みたいなことになりますが。

議長（川上守）

４番の質問ですよね。

議員（山本安雄）

４番です。はい。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

効果検証をどのような方向で行うのかとい

うご質問でございますが。

指定管理や委託事業ではありませんので、

店舗経営は完全に貸借人となる民間事業者の

責任において営業されることになります。

本業務から直接的に得られる効果としまし

ては、観光交流人口の増加や生活環境の充実

などが考えられますが、その効果検証として

は、プロポーザルの際に企画提案され、契約

を締結された内容が履行されているか確認さ

せていただくこと、道の駅をはじめとした入

り込み客数の推移等により、効果の検証を行

っていく必要があるというふうに考えている

ところでございます。

指定管理の場合は、営業自体を町が管轄す

ることになり、営業実態等を把握し、入り込

み客数や売上データをご提出いただきながら、

営業方針を協議したり、必要であれば指定管

理料の増減を行いながら実施していくもので

ございますが、本事業はそういった性質の事

業ではないということをご理解いただければ

というふうに思います。

売れ筋商品や各種サービスの利用者数、年

齢層等の顧客データは、どこまで開示してい

ただけるかというのは、あまり今現在、分か

っておりませんが、やはりそういう部分に必

要だと思われるデータについては、プロポー

ザルの要件として考えていく必要があるとい

うふうに思います。

しかしながら、再度申し上げますけども、

本事業は指定管理者制度ではありませんので、

これはあくまで民間事業者の任意のご協力を

お願いするということになります。このこと

については、ぜひご理解をいただきたいとい

うふうに思いますが、そのプロポーザルの中

で、例えば年度事業報告書の提出というよう

な項目を設けるということは、可能ではない

かなというふうには思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

民間業者が入ってきていただいて、そのプ

ロポーザルでやってそれぞれの内容も検討し



ていくと言いながら、指定管理者とは違うん

だけれども、事業報告書の提出というような

こともですけれども、そういうことも、じゃ

あ、公募の条件に入るという、ちょっと質問

元に戻るんかもしれませんけど、今の答弁に

よってなんですけど、事業報告書の提出も入

るということですか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

事業報告書の提出を入るというか、入れる

こともできると、要件として。そういうふう

にご理解いただきたいと思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

私もその効果検証をどうするんだというと

ころで、例えば事業報告書を見ないとそこの

業者が儲かっているとか、儲かってないとか。

赤字だから、赤字補填はしないとはっきり

おっしゃったんでされないわけでしょうけれ

ども、そういう検証もできない。

それと併せて、効果検証の中にはコンビニ

エンスストアの経営の検証ではなくて、町民

にどんだけ利益があったかというのも、もと

もと町民の利便性ということもおっしゃって

いたわけですし、それから相乗効果もあるん

だというようなこともおっしゃっていました。

その辺のところも併せて、効果検証する方法

を検討する必要があるんじゃないでしょうか。

町長（矢部康樹）

議長、反問。

議長（川上守）

町長の反問を許します。

町長（矢部康樹）

先ほど山本議員より、町民の利益がどのよ

うにあったのかというふうに、それを検証す

べきではないかと言われました。その町民の

利益っていうのはどういうふうに計らせても

らう、どういうふうな形で出してもらえばい

いのか、ちょっと教えていただけますか。

議長（川上守）

答弁を求めます。山本安雄議員。

議員（山本安雄）

もともと計画の段階で町民が必要だと思っ

ている、町民がコンビニ払いが必要だ、それ

から例えば八東まで出なくても若桜でできる

んだというようなことが、当初の計画理由で

あったように思います。それで、当初の計画

の理由の町長がおっしゃっていたその部分、

これは町民の利便性だと私はそう思っている

ところです。

議長（川上守）

安雄議員、だから、どういうふうに検証す

るんだって、町長尋ねたんだよね。

議員（山本安雄）

だから、それを提案されたということは、

当然そんだけの効果があると判断されて提案

されたわけですから。

議長（川上守）

安雄議員、ちょっと質問変えて、かみ合っ

てない。質問変えてください。

議員（山本安雄）

例えば、設置後に、町民の方々からどの程

度便利になったんだよとかっていう話、それ

から宿内の事業所に対して、経営がどういう

ふうに変わったんだよとかっていうことは、



せめてその確認ぐらいはしてもいいんじゃな

いかなと思います。

議長（川上守）

町長、さっきの反問の答えになってないで

な。

暫時休憩します。

（議会運営委員長と調整）

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

先ほどの反問権に対する山本安雄議員の答

弁を求めます。

議員（山本安雄）

町民の利便性が向上したということが判断

できれば私はそれでいいかと。その判断する

方法としていろいろあるんでしょうけれども、

先ほど言いましたように、いろんな意見を聞

くとか、そういうようなことでできたものの、

その後の効果検証というのは、そういうこと

で必要ではないだろうかということでござい

ます。

議長（川上守）

町長、町長、答弁求めればいいか。

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

利便性の向上につきましてですけども、や

はりコンビニがあること自体が僕は利便性っ

ていうのは必ず上がるというふうに思ってお

ります。全員とは言いません、町民全員とは

言いませんけども、コンビニができることに

よって、その利用される方にとってはやはり

利便性というのは向上するんじゃないかなと

いうふうに思います。

ただ、先ほどありました効果の方法をどう

いうふうにして示すのかというのは、ちょっ

とこれはまた検討させてください。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

数値で出してほしいとかっていう、それが

一番ベストなんですけど、なかなか出せない

部分だろうと思いますけれども、いろんなこ

とで便利になっただとか、逆の場合もあろう

かと思うんですね。そういうことが毎回業者

と話をしていくっちゅうことではないかなと

は思っているところでありますけれども、コ

ンビニの関係の質問はここで終わろうと思い

ますけれども、いずれにしても、まだ決まっ

ていないことがたくさんありますし、スケジ

ュール白紙というようなこともありました。

財源のことを何人かの方がおっしゃっていま

したけれども。

ここで６日の説明会資料のところで、町長

が資料に記載されていたことだと思うんです

けれども、今後の進め方というところだった

と思いますが、「商店、消費者、単身者、核

家族、老若男女、職業形態などの違いによっ

ても、多種多様な意見があって当然であり、

可能な限りそのような考え方は思いつきもし

なかったというようなことがないようにした

い」と、はっきりこうやって記載もされてい

ますし、ここまでのいろんな、一般質問の中

でもおっしゃっていました、しっかり説明し

ていくということで町民の生活環境整備の向

上に私も期待するところです。

ただ、先ほど前住議員の一般質問の中であ

ったアンケートの後、商工会への説明につい

ては必要でないかというようなこともあった

わけですけれども、ぜひ、やはりこれは広い

方、先ほど町長がおっしゃっていた中のこと

でもありますので、しっかりそういう方にも、

商店、消費者、単身者ってありましたね。そ

ういうところにもしっかり説明していただき



たい。これが皆さんに納得していただいて、

それからそこがスタートラインだというよう

なこともおっしゃっていました。

山根議員の質問でもありました氷太くんの

関係と地元業者の関係ということもあります

し、そういうようなことがあってはならん、

本当に相乗効果が上がるということをしっか

りと、まだまだ検討していかれる部分という

のはたくさんあるやに私は思いました。

このことについては、答弁は求めませんけ

ども、しっかり検討していただいて、理解し

ていただくということが成功の一つだろうと

思います。

次の質問です。町有財産の維持管理という

ことですが、よろしいですか。近年、庁舎の

耐震補強工事、それからドリーミーの改修工

事、町民体育館の耐震工事やこのたびトイレ

の改修工事、かなり高額なものでありますが、

いわゆる箱物と言われる公共施設の大規模な

改修工事が見受けられます。

施設が老朽化していくとともに、改修を要

する費用が増えてきます。公共施設の今現在

のそういう老朽化等々ですね、そういうとこ

ろの現状の把握はされておりますか。また、

その結果を見てどのように考えていらっしゃ

るのかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

施設の老朽化とともに、改修経費の増大が

懸念される。公共施設の現状を把握している

か、またその結果をどう考えているのかとの

ご質問でございますが。

我が国は、かつての高度経済成長期、急激

な人口増加、社会変化に対応するため、公共

施設の整備が進められました。その当時の施

設は、長期間が経過し、大規模改修や耐震整

備、建て替えが急務となっており、加えて老

朽化が原因の事故が各地で報告されるなど、

その対策が社会問題にもなっております。

本町の公共施設においても同様の課題を抱

えており、さらに、今後、人口減少や少子高

齢化の進行により施設の利用需要の変化が予

想されます。

このような中、本町の公共施設等の総合的

かつ計画的管理に関する基本方針を定めた

「若桜町公共施設等総合管理計画」を平成２

８年度に策定しております。

また、昨年度、国のインフラ長寿命化計画

を基に、公共施設の点検を実施し、各施設の

劣化状況や維持管理経費等を取りまとめた

「施設カルテ」を作成した上で評価を行い、

施設ごとに今後の利用方針等を定めた「若桜

町公共施設個別施設計画」を策定したところ

でございます。

この計画では、各施設の今後の利用方針を

「継続」、「集約化・複合化」、「廃止」、「転用」

の４区分で判定しておりますが、本町の全て

の施設が「継続」判定でございました。

また、劣化状況を判断する「ハード評価」

においても、全施設が基準値以上の評価であ

り、現時点で、「早急な建て替えなどが必要な

施設はない」との結果でございました。

しかしながら、令和元年度末における町有

財産のうち、建物に係る有形固定資産減価償

却率は 65.4％と非常に高い水準にあり、多く

の施設で老朽化が進んでいるのも事実でござ

います。町民の皆さんに安心してご利用いた

だけるよう、計画的な維持修繕に取り組んで

いく必要があるものと考えております。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

更新に至るまでのところではないと。今後、

利用計画等を策定してということですけれど

も、ただ、減価償却 65.4％ということは、将



来的にはこれが向こう何年に向かっての調査

だったのかというところは、ごめんなさい、

調査としては向こう何年間の調査ということ

だったんですか、今現在の調査。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

調査につきましては、現状把握のための調

査でございます。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

現状把握としてそういうことではあるんで

すけれども、今後の、２番目の質問に入るん

ですが、利用計画等々も検討していくという

ことでございましたが、年度費用ですね、改

修改善の年度費用を平準化するというような

ことも必要だと思うんですが、その中で、先

ほど町長、答弁でありました公共施設等総合

管理計画、平成２８年度ということで、５年

経ったわけですよね。

調べてみますと、若桜町これ１０年間の計

画期間で、たしか計画を立てていらっしゃる

と思うんですよ。なので、現状把握という今

のことではありますけれども、今後の、２番

目の質問にも書いていますけども、今後の整

備も必要だろうと思うわけですけれども、今

後の整備についての考え方をお尋ねします。

今後の整備の考え方を。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

公共施設を計画的に補修・改修するための

整備計画を作成しては、とのご提案でござい

ますが。

限られた財源の中、持続可能なまちづくり

を実現しつつ、ニーズに対応した公共サービ

スを提供していくためには、議員ご指摘のと

おり、「公共施設の補修・改修に係る費用を平

準化するための対策が必要である」ことは、

私も感じているところであり、先ほどのご質

問に対する答弁でも触れさせていただいた、

平成２８年度策定の公共施設等総合管理計画

については、本年度改定するようにしておる

ところでございます。

今回の改定では、昨年度策定した「個別施

設計画」を反映させ、各施設の今後の維持管

理や更新に係る経費を算出し、その経費に充

当可能の財源を検討するとともに、今後の財

政シミュレーションを盛り込むこととしてい

るところでございます。

したがいまして、この改定により、ご提案

いただいております「補修・改修に係る各年

度費用を平準化するための計画」と同様のも

のが出来上がるというふうに考えております。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

ということで、これから計画していく中で

は、先ほど、現状としては更新はないという

ことではありましたけれども、更新する分、

また、長寿命化ですね、減価償却率が 65.4％

ということになると、おのずとそういうこと

も検討していかないといけんというようなこ

とも、結果的には発生するという中で、先ほ

ど財源も検討せないかんということ、町長お

っしゃっていました。

この財源がどの財源を充てるのかというと

ころの検討にはなるんでしょうが、こうやっ

て公債比率のことも中尾議員がおっしゃって

いましたけれども、今後の財源見通しの中で、

その金額がどうなるのか、平成２８年度公共



施設等整備計画を見ますと、２８年度策定の

分では、これは建物だけではないんですけど

ね、年平均５億９千万円というような数字が

出とったわけですけれども、このたび計画さ

れた分についての財源として、過疎債だとか

いろいろとあろうかと思いますし、これの何

ですか、公共設備等整備関係の負債もあるよ

うには聞いておりますけれども。

そういうことによって、今後例えば、米の

施設だとか、いろんなもんがあってきますよ

ね、その財源措置として考えるのに、過疎債

一辺倒なのかどうなのかというのは、幅広く

検討していただけるものとは思っていますけ

れども、どういうまとめにしたらいいのかち

ょっと分からんですけども。

基本的にはやっぱり過疎債とかそういうこ

とを充てられるような思いなのかどうどうな

のか、計画がこれからなんで、何とも言えま

せんけれども、財源として今想定していらっ

しゃるものとかっていうのはありましたら。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

総務課長が答弁いたします。

議長（川上守）

総務課長。

総務課長（藤原祐二）

失礼いたします。財源についてのご質問と

いうことでございますが、先ほど町長の答弁

の中でもございましたけども、計画の見直し

につきましては、今年度予定をしておるとい

うことでございまして、その見直しの内容に

よりまして、どういった財源が使えるのかと

いうことも含めて、シミュレーションをして

いきたいと。

それで、例えば、おっしゃった過疎なら過

疎だとすれば、使える事業でありますとか、

そういうのが限定されてはきますので、どう

いった方向で見直していくのかによって、そ

の財源の方向は変わってくるかとは思います。

そういうことも含めてのシミュレーション

を行うということでございますので、今この

場でどういう財源をというお話につきまして

は、具体的にはちょっとお答えができない状

況でございます。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

財政規模が決してほかの町村と比べて多い

町村ではないということになると、いろんな

過疎債等々使うと、公債比率はすぐに変わる

んじゃないかという心配の下での質問でござ

いました。

コンビニの建設にしてもそうですし、この

建てた物の維持管理にしてもそうですし、長

期化に有効利用するということも踏まえ、今

後の財政等を考えながら、しっかり今後の将

来世代に負担のない財政運営をお願いして、

私の一般質問は終わります。

議長（川上守）

これで一般質問を終結します。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会いたします。ご苦労さ

までした。

   午後 ２時５５分 散 会


